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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

       （諸般の報告） 
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○欠席議員 
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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（戸澤義典君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和６年第３回美幌町議会定例会第４日

目の会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（戸澤義典君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、９番伊藤伸司さん、１０番

吉住博幸さんを指名します。 

─────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（小室保男君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、配付してお

ります議事日程のとおりであります。朗読

については、省略させていただきます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 なお、副町長、所用のため本日午前の会

議を欠席の旨、届出がありました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第２ 議案第１３号から 

      議案第３６号まで 

○議長（戸澤義典君） 日程第２ 議案第

１３号美幌町会計年度任用職員の給与等に

関する条例等の一部を改正する条例制定に

ついてから議案第３６号令和６年度美幌町

病院事業会計予算についてまで、以上の２４

件を議題とします。 

 順次、提案者から説明を求めます。 

 なお、説明者には着席での発言を許しま

す。また、説明に当たっては、簡潔に要点

を得た説明をお願いします。 

 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） それでは、令

和６年度関連議案につきまして、順次、御

説明を申し上げます。 

 なお、議長より御配慮を賜りましたの

で、恐れ入りますが、新年度関連議案につ

きましては、着座にて御説明をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 議案書１６２ページになります。 

 議案第１３号美幌町会計年度任用職員の

給与等に関する条例等の一部を改正する条

例制定について御説明を申し上げます。 

 美幌町会計年度任用職員の給与等に関す

る条例等の一部を改正する条例を次のよう

に制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料３ページ

をお開き願います。 

 資料２、議案第１３号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正目的でございますが、令和５年度の

人事院勧告を受け、国家公務員との均衡を

図るため、会計年度任用職員の給料表及び

期末手当の支給割合を改定するとともに、

地方自治法の一部改正により、令和６年度

から会計年度任用職員に対し勤勉手当を支

給することができるようになったことを受

け、所要の改正を行うものです。 

 改正内容でございますが、美幌町会計年

度任用職員の給与等に関する条例の改正に

おきまして、１点目として、期末手当を国

の改定に準じて正規職員と同様に年間０.０５

月分を引き上げ、現行の年間２.４月分から

年間２.４５月分とします。 

 ２点目として、勤勉手当の新たな支給で

す。 

 地方自治法の改正に伴い、任期の定めが
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６月以上、定められた勤務時間が１週間当

たり１５時間３０分以上の会計年度任用職

員に対して、勤勉手当を新たに支給しま

す。支給額は正規職員と同様に年間２.０５

月分とし、支給月数は６月と１２月に１.０２５

月分ずつ均等に配分いたします。 

 ３点目といたしまして、給料表の改正

で、国の改定に準じて給料表全体を引き上

げる改定をいたします。 

 次に、美幌町職員の育児休業等に関する

条例の改正ですが、勤勉手当の新たな支給

に伴い、勤勉手当の支給を受ける職員に関

する条文のうち、会計年度任用職員を除く

文言の削除を行います。 

 なお、参考資料４ページ以降に条例の新

旧対照表を掲載しておりますので、御参照

いただければと思います。 

 施行日は、令和６年４月１日でありま

す。 

 以上、議案第１３号につきまして御説明

を申し上げました。よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、議案書１６４ページになり

ます。 

 議案第１４号美幌町職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明を申し上げます。 

 美幌町職員等の旅費に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料７ページをお

開き願います。 

 資料３、議案第１４号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正目的でございますが、全国的な物価

上昇に伴い、宿泊料金等が上昇しているこ

とから、旅費等の単価を見直し、条例の一

部を改正するものでございます。 

 改正内容でございますが、今回の改正に

当たりましては、国、道、管内市町村の旅

費支給状況及び各都市のホテル料金等の調

査を行い、それらの結果を参考に改正を行

うものでございます。 

 １点目は、車賃の改正で、現行の１キロ

当たり２５円を国家公務員等の旅費に関す

る法律に基づき、３７円に改正いたしま

す。 

 ２点目は、定額車賃の改正で、車賃の改

正に伴い、東京都、政令都市については現

行１,５００円を２,２００円に、その他の

市については１,０００円を１,５００円に

改正を行います。 

 ３点目は、宿泊料の改正で、各都市の調

査結果を参考に実勢価格に近づけることと

し、表に記載のとおり、それぞれ改正を行

います。 

 また、公務上、やむを得ず、祝・休前日

に宿泊した場合は、平日料金より高くなる

ことから、新たに祝休前日の料金加算の項

目を設けます。 

 なお、参考資料８ページに条例の新旧対

照表を掲載しておりますので、御参照いた

だければと思います。 

 施行日は、令和６年４月１日でありま

す。 

 以上、議案第１４号につきまして御説明

を申し上げました。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案の１６６

ページになります。 

 議案第１５号美幌町子ども医療費助成に

関する条例の一部を改正する条例制定につ

いてを御説明申し上げます。 

 美幌町子ども医療費助成に関する条例の

一部を改正する条例を次のように制定しよ

うとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の９ペー

ジをお開き願います。 

 資料４、議案第１５号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でございますが、子育て世代



－ 189 － 

の経済的負担の軽減と子育て環境を充実さ

せるため、助成内容を見直すものでござい

ます。 

 改正内容でございますが、子ども医療費

の助成対象年齢につきまして、ゼロ歳から

１５歳到達後最初の３月３１日までとして

おりましたが、ゼロ歳から１８歳到達後最

初の３月３１日までの子供を対象にしよう

とするものでございます。 

 なお、本年２月１日より、自己負担をな

くし全額助成としておりますが、今回新た

に追加する対象者につきましても全額助成

といたします。 

 なお、参考資料１０ページに新旧対照表

を添付しておりますので、御参照いただけ

ればと思います。 

 施行日は、令和６年８月１日でございま

す。 

 以上、議案第１５号について御説明いた

しました。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案の１６７ページになり

ます。 

 議案第１６号美幌町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定についてを御説明

申し上げます。 

 美幌町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料１１ペー

ジをお開き願います。 

 資料５、議案第１６号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でございますが、定員が６名

以上１９名以下の小規模保育園及び事業所

内に設置する保育所につきまして、子供の

安全確保、保育の質の向上のため、保育士

配置基準が見直されたことから、美幌町条

例につきましても同様の改正を行おうとす

るものでございます。 

 改正内容につきましては、一つ目とし

て、満３歳以上満４歳に満たない児童につ

きましては、児童おおむね２０人につき保

育士等１人から児童おおむね１５人につき

保育士等１人、満４歳以上の児童につきま

しては、児童おおむね３０人につき保育士

等１人から児童おおむね２５人につき保育

士等１人へ、それぞれ改正しようとするも

のでございます。 

 なお、現在、本町にはこの条例に該当す

る施設はございません。 

 参考資料１２ページ、１３ページに新旧

対照表を添付してございますので、御参照

いただければと思います。 

 根拠法令等につきましては、家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、議案第１６号について御説明いた

しました。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案の１６８ページになり

ます。 

 議案第１７号美幌町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定

についてを御説明申し上げます。 

 美幌町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定

しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の１４ペ

ージをお開き願います。 

 資料６、議案第１７号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でございますが、美幌町条例

の根拠基準となっている国基準が見直され

たため、美幌町条例につきましても同様の

改正を行おうとするものでございます。 

 改正内容についてでありますが、特定教

育・保育施設等の選択に資する重要事項に

ついて、従来の書面掲示に加え、インター

ネットでの閲覧も可能とする旨の規定を追
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加することと、国基準に伴う字句の整理を

行おうとするものでございます。 

 なお、参考資料１５ページから１８ペー

ジに新旧対照表を添付してございますの

で、御参照いただければと思います。 

 根拠法令等は、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準。 

 施行日は、公布の日。 

 ただし、第２３条に規定されております

ウェブサイト等への掲示に関しましては、

令和６年４月１日といたします。 

 以上、議案第１７号につきまして御説明

いたしました。よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、議案の１７０ページになり

ます。 

 議案第１８号美幌町介護保険条例の一部

を改正する条例制定についてを御説明申し

上げます。 

 美幌町介護保険条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１９ページ

をお開き願います。 

 資料７、議案第１８号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でございますが、３年ごとに

行う介護保険事業計画の見直しに伴い、介

護保険料を定めるため、条例の一部を改正

するものでございます。 

 改正内容でございますが、１点目は、令

和６年度から令和８年度までの３か年に見

込まれる介護保険給付費に基づき、必要と

なる保険料額を算出し、第５段階の標準的

な保険料につきましては、改定前と同様の

年額６万２,４００円、月額にいたします

と、５,２００円に据え置きます。 

 また、従来９段階に区分されていました

所得段階につきまして、低所得階層の保険

料上昇を抑制するために１３段階に改正す

るものでございます。 

 介護保険法施行令に定める所得段階区分

ごとの介護保険料につきましては、記載の

とおりでございます。 

 ２点目は、所得の少ない第１号被保険者

の保険料につきまして、第１段階から第３

段階までの保険料を記載のとおり減額賦課

するものでございます。 

 なお、参考資料２０、２１ページに新旧

対照表を添付してございますので、御参照

をお願いいたします。 

 根拠法令等は、介護保険法及び介護保険

法施行令。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、議案第１８号について御説明いた

しました。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案の１７２ページをお開

き願います。 

 議案第１９号美幌町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について御説明を申し上げます。 

 美幌町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように制

定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の２２ページ

をお開き願います。 

 資料８、議案第１９号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でありますが、国の基準が改

正されたことによりまして、条例の一部を

改正するものでございます。 

 改正内容につきましては、国が定めた基

準を上回る内容、また、異なる内容を定め

る特別な事情がないことから、国の基準と

同様の改正をするものでございます。 

 １点目でございますが、管理者の兼務と

いうことで、介護サービス事業所の効率的

運営を行うため、管理者が兼務できる事業

所の範囲を同一敷地外でも可能とするもの
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でございます。 

 ２点目は、書面掲示規制の見直しという

ことで、事業所の運営規程や介護サービス

提供上の重要事項につきまして、書面掲示

に加え、インターネット上で情報閲覧がで

きるよう、運営規程等の掲示について義務

化するものでございます。 

 ただし、施行まで１年間の経過措置を設

けることといたします。 

 ３点目は、身体的拘束等の適正化の推進

で、緊急やむを得ない場合を除き行っては

ならない身体的拘束に関する適正化を検討

する委員会の設置、指針の整備、研修の実

施、身体的拘束等を行う場合の記録を義務

化するものでございます。 

 これも施行まで１年間の経過措置を設け

ることといたします。 

 ４点目は、介護現場の生産性の向上で、

施設利用者の安全、サービスの質の確保等

について、その方策を検討するための委員

会設置を義務化するものでございます。 

 これにつきましても施行まで３年間の経

過措置を設けることといたします。 

 ５点目でございます。 

 協力医療機関との連携体制の構築で、施

設内での医療の範囲を超えた場合、協力医

療機関と連携し、適切な対応が行えるよ

う、地域の医療機関等と実効性のある連携

体制を構築するということでございます。 

 ６点目は、新興感染症発生時等の対応を

行う医療機関との連携で、都道府県知事が

指定いたします第二種協定指定医療機関と

の間で新興感染症の発生時等対応の取決め

を努力義務化するものでございます。 

 ７点目でございます。 

 生産性向上に先進的に取り組む特定施設

に係る人員配置基準の特例的な柔軟化で、

ＩＣＴの活用や職員の適切な取組によっ

て、介護サービスの質の確保や職員の負担

軽減が図られていると認められた施設に関

して、人員配置基準を柔軟化するものでご

ざいます。 

 ８点目です。 

 緊急時等における対応方法の定期的な見

直しの義務づけということで、地域密着型

介護老人福祉施設における緊急時対応方法

について、配置医師及び協力医療機関の協

力を得て定めるとともに、１年に１回以

上、内容の見直しを行うことを義務化する

ものでございます。 

 ９点目です。 

 ユニットケアの質の向上のための体制確

保ということで、施設管理者のユニットケ

ア施設管理者研修受講を努力義務化するも

のでございます。 

 最後、１０点目でございますが、サービ

ス内容の明確化で、看護小規模多機能型居

宅介護の提供におきまして「通い」「泊ま

り」の際に看護サービスが含まれる旨を明

確にするものでございます。 

 新旧対照表につきまして、２４から５２

ページに添付してございますので、御参照

いただければと思います。 

 根拠法令等は、介護保険法。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、議案第１９号について御説明いた

しました。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案の１８４ページになり

ます。 

 議案第２０号美幌町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定について御説明申し上げます。 

 美幌町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を次の

ように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の５３ページ
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をお開き願います。 

 資料９、議案第２０号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的及び改正内容でございます

が、先ほどの議案第１９号と同様でござい

ますけれども、この条例改正につきまして

は、要支援１・２の方が利用する介護予防

サービス事業についての改正であり、内容

につきましては、記載のとおり、先ほどと

同様の改正内容となってございます。 

 なお、参考資料５４から６２ページに新

旧対照表を添付してございますので、御参

照をお願いいたします。 

 根拠法令等は、介護保険法。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、議案第２０号について御説明いた

しました。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案の１９０ページになり

ます。 

 議案第２１号美幌町指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例制定について御説明申し

上げます。 

 美幌町指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の６３ページ

をお開き願います。 

 資料１０、議案第２１号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的につきましては、議案第１９

号及び第２０号と同様でございます。 

 改正内容につきましては、先ほどの第

１９号とほぼ同様の改正内容となります

が、こちらは、指定介護予防支援等の事業

に関わることを定めた条例となってござい

ます。 

 まず、１点目でございますが、介護予防

支援の円滑な実施で、居宅介護支援事業者

が指定介護予防支援を行う場合の人員基準

を定めるとともに、市町村から当該者に関

する情報提供の求めがあった場合に、介護

予防支援の実施状況等について情報提供を

するものでございます。 

 ２点目の書面掲示規制の見直し、３点

目、身体的拘束等の適正化の推進につきま

しては、先ほどの議案第１９号美幌町指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例で御説明した内容と同様でご

ざいます。 

 ４点目、指定居宅サービス事業者等との

連携によるモニタリングで、ケアマネジメ

ントの質の向上のため、要件を設けた上で

居宅訪問を半年に１回とし、訪問しない月

は、テレビ電話装置等によるモニタリング

を可能とするものでございます。 

 なお、参考資料６４から６９ページに新

旧対照表を添付してございますので、御参

照をお願いいたします。 

 根拠法令等は、介護保険法。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、議案第２１号について御説明いた

しました。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案の１９４ページになり

ます。 

 議案第２２号美幌町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例制定につい

て御説明申し上げます。 

 美幌町指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例を次のように制定しよう

とする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の７０ページ

をお開き願います。 



－ 193 － 

 資料１１、議案第２２号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的につきましては、先ほど来、

介護保険法の改正に伴うものと同様でござ

います。 

 改正内容につきまして、こちらも先ほど

議案第１９号等で御説明した改正とほぼ同

様の改正内容となりますが、対象として

は、指定居宅介護支援等の事業に係るもの

をうたったものでございます。 

 まず、１点目でございます。 

 ケアマネジャー１人当たりの取扱い件数

の見直しということで、指定居宅介護支援

事業所における常勤のケアマネジャーの人

員基準を見直すものでございます。 

 ２点目の管理者の兼務につきましては、

先ほど議案第１９号美幌町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条

例で御説明した内容と同様でございます。 

 ３点目は、公正中立性の確保のための取

組の見直しで、前６か月の間に指定居宅介

護支援事業所が作成した居宅サービス計画

に占める訪問介護、通所介護、福祉用具貸

与等の割合についての説明が努力義務化さ

れたものでございます。 

 ４点目の指定居宅サービス事業者等との

連携によるモニタリングは、先ほどの議案

第２１号で御説明した内容と重複いたしま

すので、省略をさせていただきます。 

 ５点目の身体的拘束等の適正化の推進、

６点目の書面掲示規制の見直しにつきまし

ては、先ほどの議案第１９号美幌町指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例で御説明した内容と同様でござ

います。 

 なお、参考資料７１から７６ページに新

旧対照表を添付してございますので、御参

照をお願いいたします。 

 根拠法令等は、介護保険法。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、議案第２２号について御説明いた

しました。よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書１９７

ページになります。 

 議案第２３号地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について御説明を申し上げま

す。 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例を次の

ように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料７７ペー

ジをお開き願います。 

 資料１２、議案第２３号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正目的でございますが、地方自治法の

一部を改正する法律の施行により、引用す

る条項の整備を行う必要があるため、所要

の改正を行うものでございます。 

 改正内容でございますが、地方自治法の

一部を改正する法律が公布され、地方公共

団体の公金事務の私人への委託に関する制

度の見直しにより、条の追加及び繰下げ等

の所要の整備が行われたことにより、美幌

町病院事業の設置等に関する条例、美幌町

水道事業の設置等に関する条例、美幌町公

共下水道事業の設置等に関する条例、美幌

町個別排水処理事業の設置等に関する条例

のそれぞれの関係条項の改正を行うもので

ございます。 

 なお、参考資料７８ページ以降に条例の

新旧対照表を掲載しておりますので、御参

照いただければと思います。 

 根拠法令等は、地方自治法。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、議案第２３号につきまして御説明

を申し上げました。よろしくお願いいたし

ます。 
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○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

１９８ページになります。 

 議案第２４号美幌町犯罪被害者等支援条

例の制定について御説明を申し上げます。 

 美幌町犯罪被害者等支援条例を次のよう

に制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の８０

ページをお開き願います。 

 資料１３、議案第２４号関係。 

 美幌町犯罪被害者等支援条例の制定につ

いて。 

 制定目的でございますが、今回の条例制

定は、町民誰もが犯罪等の被害者になる可

能性がある中、突発的な犯罪等の被害に対

応する上にも、より具体的な支援策を明確

化することが必要であり、そのことにより

犯罪被害者等に対する理解を深め、共に支

え合い、安全で安心して暮らすことができ

る地域社会の実現に寄与することを目的

に、条例を制定しようとするものでござい

ます。 

 制定内容でございますが、まず、第１

条、目的では、当条例が規定する内容と目

的について規定してございます。 

 第２条、定義では、当条例の用語の意義

について規定してございます。 

 第３条、基本理念では、犯罪被害者等基

本法を踏まえ、犯罪被害者等の支援を推進

するに当たって基本となることを規定して

ございます。 

 第４条から第６条では、責務として、第

４条で町の責務を、第５条では町民等の責

務、第６条では事業者の責務について、そ

れぞれの役割を規定してございます。 

 第７条から第１５条では、犯罪被害者等

基本法に定める基本的施策を網羅する形で

町の施策を規定しておりまして、第７条、

相談及び情報の提供等では、犯罪被害者等

の相談、必要な情報の提供などに関わる総

合窓口を設置することを規定し、この相談

窓口につきましては、町民活動課になりま

す。 

 第８条、見舞金の支給では、見舞金の額

について定めており、いずれも町内に住所

を有する遺族または傷病者について、一時

的な経済負担の軽減を図るため、遺族には

遺族見舞金として３０万円、傷病者には傷

病見舞金として１０万円の見舞金を支給す

ることとし、その支給に当たっては、規則

に委任する規定を定めてございます。 

 第９条、日常生活の支援では、町が必要

な支援を行うことを規定してございます。 

 第１０条、安全の確保では、犯罪被害者

等の安全を確保するための必要な措置につ

いて規定してございます。 

 第１１条、居住の安定では、町営住宅の

入居配慮など、住宅確保等に関する町の支

援を規定してございます。 

 ８１ページになります。 

 第１２条、雇用の安定では、雇用の安定

を図るための事業主の理解を深めるなどの

必要な支援について規定してございます。 

 第１３条、理解の増進では、町の犯罪被

害者等支援に関し、町民等及び事業者の理

解を深めるための啓発活動等を図ることに

ついて規定してございます。 

 第１４条、人材の育成では、支援を行う

人材の育成を図るための必要な措置につい

て規定してございます。 

 第１５条、意見等の反映では、当条例の

犯罪被害者等の意見を施策に反映すること

を規定してございます。 

 次に、第１６条、支援の制限につきまし

ては、当条例の犯罪被害者等の支援を行わ

ない場合について規定してございます。 

 最後、第１７条、委任は、当条例の施行

に関して必要な事項を規則で定めることと

してございます。 

 根拠法令は、犯罪被害者等基本法。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、議案第２４号について御説明申し
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上げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 議案書の２０３

ページになります。 

 議案第２５号美幌町網走川中央地区畑地

かんがい用水施設条例の制定について御説

明申し上げます。 

 美幌町網走川中央地区畑地かんがい用水

施設条例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の８２ページ

をお開き願います。 

 資料１４、議案第２５号関係でございま

す。 

 制定目的でございますが、国営網走川中

央土地改良事業及び道営土地改良事業で整

備しております畑地かんがい用水施設につ

いて、事業の一部完了に伴い、今後、美幌

町が同地区の土地改良施設である美幌揚水

機場及び幹線用水路等の施設管理について

適正に運営するため、施設条例を制定する

ものでございます。 

 当該事業につきましては、中央美和地

区、中央野崎地区、中央豊幌地区の３地区

から成り、平成２９年度に事業を着工し、

現在も完成に向けて進んでいるところであ

りますが、中央美和地区の一部において、

令和６年度から通水が可能となったことか

ら、施設の管理及び分担金の額等について

定めるものでございます。 

 なお、その他の通水時期につきまして

は、中央美和地区の残りは令和８年度、中

央野崎地区は令和１０年度以降、中央豊幌

地区は令和１２年度以降を予定しておりま

す。 

 それでは、制定内容でございますが、第

１条は本条例の目的を、第２条は施設の名

称及び用水区域を規定しており、名称は網

走川中央地区畑地かんがい用水施設、用水

区域は畑かん施設の整備完了区域としてお

ります。 

 第３条は施設を使用する者の資格につい

て、第４条は施設を使用する者の申請及び

許可について規定しております。 

 第５条は第４条の許可の内容に変更が生

じた場合の申請及び許可について、第６条

は施設の使用を中止する場合の届出及び承

認を規定しております。 

 第７条は施設の給水制限または停止する

場合の周知内容を規定しており、干ばつや

地震などの天災及び維持管理や修繕などの

工事により、給水制限や停止を行う場合

は、その日時や区域を定めて使用者に周知

することを規定、また、これらの給水の制

限により損害が生じた場合について、町は

その責めを負わない旨を規定しておりま

す。 

 第８条及び第９条は施設の改修及び破損

等が生じた場合の使用者の責務と原因者負

担を規定しており、第８条で承認された改

修等や破損させた場合の修繕等に要する費

用負担は、原則、使用者において負担する

ことを規定しております。 

 第１０条及び第１１条は施設の維持管理

に係る分担金の徴収と納入について規定し

ております。 

 町は、当該畑かん施設の維持管理に要す

る経費として、使用許可を受けた者から、

地方自治法第２２４条の規定に基づき、分

担金を徴収するとともに、許可された使用

者は分担金を納めることを義務づけており

ます。 

 分担金の額は、別表に定めるとおり、受

益面積によって使用水量が違ってくること

から面積割とし、第２条の用水区域内に所

有または耕作する畑かん施設が設置されて

いる土地に係る農地台帳の面積の合計に

１０アール当たり年額９００円を乗じた額

としております。 

 １０アール当たり年額９００円の積算根

拠についてですが、畑かん施設の維持管理

費は計画当初から町と受益者で負担区分を

設けており、維持管理費に要する人件費や

事務費等は町が負担し、ポンプを動かすた
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めの電気料や保守業務等の費用は受益者が

負担することとしており、全体経費から町

負担分を除いた残りの金額を受益面積で除

して算出しております。 

 第１２条は分担金の減免等を規定、第

１３条は規則への委任を規定しておりま

す。 

 根拠法令等は、地方自治法及び土地改良

法並びに工事中の国営土地改良施設の管理

使用に係る取扱指針。 

 施行日は、令和６年４月１日でございま

す。 

 以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の２０６

ページをお開き願います。 

 議案第２６号生活衛生等関係行政の機能

強化のための関係法律の整備に関する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について御説明申し上げます。 

 生活衛生等関係行政の機能強化のための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例を次のように

制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の８３ページ

をお開き願います。 

 資料１５、議案第２６号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でありますが、水道整備・管

理行政等の機能強化を目的とした生活衛生

等関係行政の機能強化のための関係法律の

整備に関する法律（令和５年法律第３６

号）の施行により、水道法による権限が厚

生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣

に移管されることから、所要の改正を行う

ものでございます。 

 改正内容でありますが、第１条、美幌町

水道事業布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に

関する条例、及び、第２条、美幌町水道給

水条例において、これまでは厚生労働大臣

の権限であったものについて、水道整備、

管理に関することを国土交通大臣に、水質

または衛生に関することを環境大臣にそれ

ぞれ移管されることから、所要の内容に改

正するものでございます。 

 根拠法令は、生活衛生等関係行政の機能

強化のための関係法律の整備に関する法律

でございます。 

 施行日については、令和６年４月１日で

ございます。 

 なお、参考資料については、８４、８５

ページに記載してございますので、御参照

願います。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 議案書２０７

ページになります。 

 議案第２７号指定管理者の指定について

御説明を申し上げます。 

 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うものと

する。 

 記以下につきましては、参考資料の８６

ページにて御説明させていただきますの

で、お開き願います。 

 資料１６、議案第２７号関係。 

 指定管理者の指定でございます。 

 初めに、選定までの経過を御説明させて

いただきます。 

 美幌町あさひ体育センター及び美幌町テ

ニスコートにつきましては、本年３月３１

日をもって、３年間の指定期間が満了とな

ります。このため、次期の指定管理に係る

公募を昨年１２月に行ったところ、現在の

指定管理者であります特定非営利活動法人

美幌町スポーツ協会の１団体より応募があ

ったところであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者選定

委員会を設置し、申請内容を審査いただき
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ました。美幌町スポーツ協会は、これまで

指定管理者として６期１８年間の実績があ

り、施設の管理運営計画、職員体制、収支

計画などについて、選定基準と照らし合わ

せた結果、施設管理を行う団体として適当

であると認められたところでございます。 

 以上が選定までの経過となります。 

 では、資料につきまして御説明させてい

ただきます。 

 施設の名称、美幌町あさひ体育センター

及び美幌町テニスコート。 

 施設の所在、美幌町字稲美１３７番地

７。 

 指定管理者は、美幌町字西１条南５丁

目、特定非営利活動法人美幌町スポーツ協

会会長伊藤善啓であります。 

 施設の概要につきましては、記載のとお

りでございます。 

 選定の理由は、両施設は、町民の体育振

興と健康増進を図るために設置された施設

であり、施設の効果を最大限生かした維持

管理及び地域住民の声が反映される管理を

行うことができる美幌町スポーツ協会を選

定したところでございます。 

 指定期間は、令和６年４月１日から令和

９年３月３１日までの３年間であります。 

 業務の範囲は、記載のとおりでありま

す。 

 利用料金につきましては、美幌町あさひ

体育センターは、次の８７ページ、別表に

掲げているとおりであり、美幌町テニスコ

ートはコート１面につき１時間３５０円で

あります。 

 根拠条例は、美幌町公の施設に係る指定

管理者の指定手続等に関する条例及び美幌

町スポーツ施設条例でございます。 

 以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

 続いて、議案書２０８ページになりま

す。 

 議案第２８号指定管理者の指定について

御説明を申し上げます。 

 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うものと

する。 

 記以下につきましては、参考資料の８８

ページにて御説明させていただきますの

で、お開き願います。 

 資料１７、議案第２８号関係。 

 指定管理者の指定でございます。 

 選定の経過につきましては、先ほどの議

案第２７号と同様でありますので、割愛さ

せていただきます。 

 施設の名称、美幌町Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー。 

 施設の所在、美幌町字大通南５丁目８番

地。 

 指定管理者は、美幌町字西１条南５丁

目、特定非営利活動法人美幌町スポーツ協

会会長伊藤善啓であります。 

 施設の概要につきましては、記載のとお

りでございます。 

 選定の理由は、Ｂ＆Ｇ海洋センターは、

町民の健全な心身の発達と水泳の振興を図

ることを目的として、公益財団法人ブルー

シー・アンド・グリーンランド財団から譲

渡を受けた施設であり、施設の効果を最大

限生かした維持管理及び地域住民の声が反

映される管理を行うことができる美幌町ス

ポーツ協会を選定したところでございま

す。 

 指定期間は、令和６年４月１日から令和

９年３月３１日までの３年間であります。 

 業務の範囲は、記載のとおりでありま

す。 

 利用料金につきましては、次の８９ペー

ジ、別表に掲げるとおりであります。 

 根拠条例は、美幌町公の施設に係る指定

管理者の指定手続等に関する条例及び美幌

町スポーツ施設条例でございます。 

 以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 総務部長。 
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○総務部長（那須清二君） 議案書２０９

ページになります。 

 議案第２９号令和６年度美幌町一般会計

予算について御説明を申し上げます。 

 別冊の令和６年度各会計予算書を御参照

願います。 

 ９ページになります。 

 令和６年度美幌町一般会計予算。 

 令和６年度美幌町の一般会計の予算は、

次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１２８億６,４３７万６,０００

円と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、第２表、債務

負担行為により御説明いたします。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、第３表、地方債により御説

明いたします。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２５億円と定める。 

 それでは、債務負担行為から御説明いた

しますので、１５ページをお開き願いま

す。 

 第２表、債務負担行為でございます。 

 債務負担行為は、複数年度に及んで債務

を負担する契約を締結するなど、将来にわ

たって財政負担を設定するもので、令和６

年度以降における支払いの期間と限度額を

定めるものであります。 

 １段目の標準化システム整備委託料につ

きましては、地方公共団体情報システム標

準化に伴う対応のため、基幹業務等システ

ムの統一、標準化に係る委託料で、期間は

令和６年度から令和７年度まで、限度額は

１億４,３３９万２,０００円であります。 

 ２段目の電子計算機借上料（サーバー

類）、３段目の電子計算機借上料（端末

類）、一つ飛んで５段目の電子計算機借上

料（財務会計）の以上３件につきまして

は、電算システムのサーバー類、端末類、

財務会計システムについて、リース期間経

過に伴い、メーカーサポートが終了し、更

新の時期を迎えることから、新たにリース

を開始するための借上料で、期間は、サー

バー類及び財務会計システムが令和６年度

から令和１１年度まで、端末類が令和６年

度から令和１３年度まで、限度額はそれぞ

れ記載の金額であります。 

 ４段目の電子計算機借上料（文書管理）

につきましては、行政内部の文書管理体制

の見直しを行い、事務の簡素化及びペーパ

ーレス化を図るため、文書管理システムを

導入するための借上料で、期間は令和６年

度から令和１１年度まで、限度額は２,２７７万

８,０００円であります。 

 ６段目の第Ⅳ期埋立処分場造成・浸出水

処理施設建設工事監理委託料、その下の第

Ⅳ期埋立処分場造成工事、その下、第Ⅳ期

埋立処分場浸出水処理施設建設工事の３件

につきましては、令和８年１０月の供用開

始に向け、整備を進める次期廃棄物処理施

設の埋立処分場造成工事、浸出水処理施設

建設工事及び各工事に係る工事監理委託料

で、期間は令和６年度から令和８年度ま

で、限度額はそれぞれ記載のとおりであり

ます。 

 下から２段目の道営土地改良事業田中

３６号地区負担金につきましては、供用開

始から４０年以上経過している田中地区の

町道第３６号道路におきまして道営土地改

良事業による整備を実施するための負担金

で、期間は令和６年度から完了年度まで、

限度額は土地改良法に基づく負担金額とな
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ります。 

 一番下の道営土地改良事業中央野崎地区

負担金につきましては、野崎の一部におい

て道営土地改良事業を実施するもので、受

益戸数が３６戸、受益面積が４０５.２ヘク

タール、事業内容につきましては、畑かん

施設工事、区画整理を予定しているもので

あります。期間は令和６年度から完了年度

まで、限度額は土地改良法に基づく負担金

額となります。 

 次に、１６ページをお開き願います。 

 １段目のみどりの村再整備調査・設計業

務委託料につきましては、みどりの村キャ

ンプ場及びグリーンビレッジ美幌におい

て、施設の老朽化に伴う再整備を行うため

の調査・設計業務委託料で、期間は令和６

年度から令和７年度まで、限度額は７,５０２

万円であります。 

 ２段目の乗用草刈機購入費につきまして

は、平成２３年度に購入いたしました乗用

草刈機の更新のため、備荒資金組合から購

入するもので、期間は令和６年度から令和

１０年度まで、限度額は５９２万７,０００

円であります。 

 最後に、３段目の公営住宅等借上料につ

きましては、平成１６年度から借り上げし

ている公営住宅３棟の借り上げ期間が令和

６年度中に満了を迎えることから、再度、

公営住宅として借り上げるための借上料

で、期間は令和６年度から令和１６年度ま

で、限度額は２億３,５２６万円でありま

す。 

 次に、地方債について御説明いたします

ので、１７ページをお開き願います。 

 第３表、地方債でございます。 

 １段目の医療従事者就業支援等補助事業

は、医療従事者の確保を目的とした事業

で、一定の要件を満たす方に就業支援及び

住宅準備に係る補助金を交付するもので、

その財源を地方債に求めます。限度額は

７６０万円、起債の種類は過疎対策事業債

（ソフト）で、充当率は１００％、元利償

還金の７０％が普通交付税により財政措置

されます。 

 ２段目の水道施設等耐震化事業は、水道

施設等の耐震補強を行うため、国の生活基

盤施設耐震化等交付金を活用し、水道事業

会計において、浄水池耐震補強実施設計委

託及び高区配水池耐震補強工事を行うもの

で、補助残の４分の１を一般会計からの出

資金で措置するため、その財源を地方債に

求めます。限度額は１,４７０万円、起債の

種類は一般会計出資債、充当率は１００

％、元利償還金の５０％が普通交付税によ

り財政措置されます。 

 ３段目の第Ⅳ期埋立処分場造成事業は、

先ほど債務負担行為で御説明いたしました

防衛省の補助を受け、令和８年１０月供用

開始に向けて整備する次期廃棄物処理施設

の埋立処分場造成工事、浸出水処理施設建

設工事及び各工事に係る工事監理委託につ

いて、補助残の財源を地方債に求めます。

限度額は２億７ ,９５０万円、起債の種

類は過疎債（ハード）で、充当率は１００

％、元利償還金の７０％が普通交付税によ

り財政措置されます。 

 次に、農業生産基盤整備事業は、豊高第

２・田中第２・中央美和・中央野崎・田中

３６号地区における道営土地改良事業の地

元負担分の財源を地方債に求めます。限度

額は３,１６０万円、起債の種類は過疎債

（ソフト）及び辺地対策事業債で、辺地債

の充当率は１００％、元利償還金の８０％

が普通交付税により財政措置されます。 

 次に、団体営土地改良事業は、基幹水利

施設管理経費における地元負担分の財源を

地方債に求めます。限度額は５７０万円、

起債の種類は過疎債（ハード）の申請を予

定しております。 

 次のみらい農業センター照明ＬＥＤ化事

業は、施設の老朽化への対応及び電気料削

減等による維持管理費の負担軽減を図るた

め、みらい農業センターの事務室、大研修

室等をＬＥＤ化するもので、その財源を地
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方債に求めます。限度額は１４０万円、起

債の種類は脱炭素化推進事業債で、充当率

は９０％、元利償還金の５０％が普通交付

税により財政措置されます。 

 次に、みどりの村再整備事業は、先ほど

債務負担行為で説明いたしました、デジタ

ル田園都市国家構想交付金を活用し実施す

るみどりの村キャンプ場及びグリーンビレ

ッジ美幌の再整備について、補助残の財源

を地方債に求めます。限度額は２,３５０万

円、起債の種類は一般補助施設整備等事業

債で、充当率は１００％、元利償還金の３０

％が普通交付税により財政措置されます。 

 次に、木質ペレットストーブ購入促進事

業は、木質ペレットストーブを購入される

方に対し、４０万円を上限に購入費用の３

分の２を補助するもので、その財源を地方

債に求めます。限度額は２００万円、起債

の種類は過疎債（ソフト）の申請を予定し

ております。 

 次に、特定間伐等促進対策事業は、豊か

な森づくり推進事業として実施されるもの

で、公共造林事業における植栽に要する経

費のうち、町が事業費の２６％を補助した

場合、２６％のうち１６％について道から

市町村に対し助成があり、補助残が起債対

象となるものであります。限度額は１,４２０

万円、起債の種類は一般補助施設整備等事

業債で、充当率は１００％、元利償還金の

３０％が特別交付税により財政措置されま

す。 

 このページの一番下になります。 

 町内消費喚起プレミアム商品券発行事業

は、ポイントカードシステムを活用して消

費喚起のためにプレミアム商品券を発行

し、町内経済の活性化と子育て世帯の生活

支援を目的とした事業を実施するものであ

りますが、その財源を地方債に求めます。

限度額は８４０万円、起債の種類は過疎債

（ソフト）の申請を予定しております。 

 次に、１８ページになります。 

 １段目の商店街街路灯ＬＥＤ化事業は、

商店街街路灯において電気料削減等による

維持管理費の軽減を図るため、旭通東８基

と大通南１丁目から３丁目までの６基の街

路灯をＬＥＤ化するもので、その財源を地

方債に求めます。限度額は１,５４０万円、

起債の種類は脱炭素化推進事業債の申請を

予定しております。 

 次に、町道整備事業は、国庫補助事業と

して実施する第６０号橋補修工事、五月橋

補修実施設計委託の補助残と、町単独事業

として実施する町道５路線の道路・歩道整

備につきまして、その財源を地方債に求め

ます。限度額は２億６４０万円、起債の種

類は過疎債（ハード）の申請を予定してお

ります。 

 次の緊急浚渫推進事業は、大雨等による

河川の氾濫被害を未然に防ぐため、みどり

川、福寿草の沢川、駒生川、豊幌地区沈砂

池５か所のしゅんせつ工事を行うもので、

その財源を地方債に求めます。限度額は

６,２８０万円、起債の種類は緊急浚渫推進

事業債、充当率は１００％、元利償還金の

７０％が普通交付税により財政措置されま

す。 

 次の住宅リフォーム促進補助事業は、住

環境の整備と地域経済の活性化を目的とし

て、住宅リフォーム工事を対象に工事費の

２０％を補助するもので、その財源を地方

債に求めます。限度額は３,２４０万円、起

債の種類は過疎債（ソフト）の申請を予定

しております。 

 次の公営住宅整備事業は、旭団地７号棟

の建設に係る実施設計委託を社会資本整備

総合交付金を活用し実施するものでありま

すが、補助残の財源を地方債に求めます。

限度額は１,７２０万円、起債の種類は公営

住宅建設事業債であります。 

 次の東陽小学校体育館照明ＬＥＤ化事

業、限度額６３０万円、その下、旭小学校

体育館照明ＬＥＤ化事業、限度額４７０万

円、その下、美幌中学校体育館照明ＬＥＤ

化事業、限度額５１０万円、その下、リリ
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ー山スキー場照明ＬＥＤ化事業、限度額

３,０７０万円、その下、びほーる反響板照

明ＬＥＤ化事業、限度額１,６６０万円、そ

して、次のページの１段目、博物館照明Ｌ

ＥＤ化事業、限度額３７０万円につきまし

ては、施設の老朽化への対応及び電気料削

減等による維持管理費の負担軽減を図るた

め、各小中学校の校舎及び体育館を年次的

にＬＥＤ化するほか、記載の公共施設につ

いてもＬＥＤ化を実施するもので、その財

源を地方債に求めます。起債の種類は脱炭

素化推進事業債の申請を予定しておりま

す。 

 最後に、２段目の臨時財政対策債、限度

額は１,７９３万４,０００円であります。 

 臨時財政対策債は、地方交付税の不足分

の一部を地方債へ振り替える制度で、充当

率は１００％、元利償還金の全額が後年度

に普通交付税により財政措置されます。 

 以上のとおり、令和６年度に借り入れる

地方債の総額は、８億７８３万４,０００円

といたします。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩します。 

 再開は、１１時１５分とします。 

午前１１時 ７分 休憩 

─────────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、一般会計予算の説明を行いま

す。 

 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 続きまして、

歳出について御説明いたしますので、予算

書の８４、８５ページをお開き願います。 

 ３、歳出になります。 

 １款議会費、予算額は８ ,２３３万

７,０００円であります。 

 １項、１目議会費、１、議会運営事務に

つきましては、議会議員の活動に係る経

費、議会事務局の運営に要する経費を計上

しております。 

 ８６、８７ページになります。 

 ２款総務費、予算額は１１億９,３０４万

２,０００円、前年度から１億１,１９５万

４,０００円の増額となります。 

 １項総務管理費、１目一般管理費、中段

の２、人事管理事務、業務等委託料、人事

給与システムプログラム改修委託料１５４

万円は、会計年度任用職員勤勉手当支給に

伴う給与システムの改修経費になります。 

 ８８、８９ページになります。 

 このページにつきましては、前年度から

大きな変更はございません。 

 ９０、９１ページになります。 

 このページも、前年度とほぼ同様の予算

計上となります。 

 下段の４目財産管理費は、次のページを

御覧ください。 

 中段の２、町有財産管理事業、業務等委

託料の上から二つ目、旧美英福祉寮アスベ

スト含有事前調査業務委託料７８万６,０００

円と工事請負費、旧美英福祉寮解体除却工

事７０６万２,０００円は、旧美英福祉寮を

解体除却するための予算計上となります。 

 その下、車両４３８万７,０００円は、公

用車２台の更新費用となります。 

 下段の５目企画費、１、政策推進事業に

つきましては、移住促進、空き家対策、ふ

るさと寄附金に要する経費など、総額で５億

４,２６５万７,０００円を予算計上してお

ります。 

 ９４、９５ページになります。 

 上段の各種行事等報償９６万６,０００円

のうち８５万円は、昨年１２月に締結した

司厨士協会北海道地方本部との協定に伴う

町民向けプログラムとして、新たな具材や

商品のコンセプトづくりなど、新商品や既

存商品のブラッシュアップ等の支援をいた

だく食品アップリフトアドバイザリー事業

実施のための経費となります。 

 ふるさと寄附金につきましては、令和６

年度の寄附総額を５億円と見込み、募集受

付業務や特設サイトの管理経費、積立金な
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どを予算計上しております。 

 ９６、９７ページになります。 

 ５、国際交流事業４０１万６,０００円

は、ニュージーランド・ケンブリッジへの

高校留学生の充実を図るため、現在の美幌

高校生２名に加え、町外の高校に通う生徒

２名を追加するもので、授業料及び渡航費

用として２９９万９,０００円を計上してお

ります。 

 また、ニュージーランド・ケンブリッジ

からの訪問団受入れをするための経費とし

て１０１万７,０００円を計上しておりま

す。昨年１１月に本町から公式訪問団を派

遣したところですが、より一層の友好関係

を築くために、ケンブリッジからの訪問団

を受入れいたしたく、関係者と協議、準備

を進めてまいります。 

 ６目辺地対策費、１、生活バス路線等維

持事業、広告料６６万円と業務等委託料の

４行目、公共交通運転手業務委託料８８５万

１,０００円は、近年のバス運転手やタクシ

ー運転手などの深刻な人手不足への支援と

して、昨年は、運転手採用に要する経費や

育成支援金、住宅に対する支援金を措置し

てきましたが、新年度からは、新たに町内

の交通事業者に就業する地域おこし協力隊

を募集し、公共交通の利用促進と運転手確

保を図り、また、地域外からの担い手の確

保により、将来的な隊員の定住、定着を目

指す取組を実施いたします。 

 ９８、９９ページになります。 

 このページにつきましては、前年度から

大きな変更はございません。 

 １００、１０１ページになります。 

 下段の１０目電算管理費、１、電算シス

テム事業につきましては、次のページにな

ります。 

 上から６行目の電算機器借上料７,９７３万

６,０００円は、電算システムの更新、財務

会計システムの更新及び新たに文書管理シ

ステム導入に係る経費を計上しておりま

す。文書管理システムは、電子決裁機能の

導入を含め、令和７年４月に本格稼働を目

指し、進めてまいります。 

 次に、２、デジタル推進事業、業務等委

託料のデジタル人材育成業務委託料１８５万

７,０００円は、美幌町ＤＸ推進計画に基づ

き、デジタル知識を業務に反映させていく

ことを目的に、２０代から３０代の若手職

員２０名程度を対象にＩＣＴスキルを目的

として研修を行い、職員のデジタル人材を

育成するものであります。 

 二つ目の窓口業務改善システム導入業務

委託料７９２万２,０００円は、マイナンバ

ーカードを利用した書かない窓口を導入す

るためのシステム導入に係る経費となりま

す。 

 三つ目のホームページ更新業務委託料

１,７０５万７,０００円は、町ホームペー

ジのリニューアルを行い、ＳＮＳ連携やア

クセシビリティーの向上、セキュリティー

強化を図ってまいります。 

 １１目諸費、１、防災対策事業、業務等

委託料の上から二つ目、防災ＷＥＢマップ

改修業務委託料７１万５,０００円は、ホー

ムページ上で公表しているハザードマップ

の英語版を作成し、掲載を行うものであり

ます。 

 その三つ下の防災マップ作製業務委託料

２２５万５,０００円は、現在のハザードマ

ップは平成２９年に作製したもので、年数

経過による記載事項の充実、町民周知を図

るため、新たにマップを作製し、全戸町民

配布を行うものであります。 

 １０４、１０５ページになります。 

 ６、自主防災活動推進事業、補助金、自

主防災資機材等購入補助金１１０万円は、

報徳北自治会において、自主防災資機材及

び資機材収納用物置の購入に対する補助金

です。 

 なお、自主防災組織を設立している４２

自治会において、倉庫及び資機材の設置状

況は、これで３２自治会が整備済みとなり

ます。 
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 １０６、１０７ページになります。 

 このページにつきましては、前年度から

大きな変更はございません。 

 下段の３項、１目戸籍住民基本台帳費、

１、戸籍住民基本台帳事務は、次のページ

になります。 

 業務等委託料、戸籍法改正対応システム

改修委託料４２６万８,０００円は、戸籍法

の改正に伴い、戸籍に振り仮名を付設する

ためのシステムの改修費用となります。 

 １１０、１１１ページになります。 

 ６項、１目監査委員費、１、監査事務に

つきましては、監査委員の活動に要する経

費として２６５万８,０００円を計上してお

ります。 

 １１２、１１３ページになります。 

 ３款民生費、予算額は２７億５,５３８万

６,０００円であります。 

 １項社会福祉費、１目社会福祉総務費、

中段の扶助費、犯罪被害者等見舞金４０万

円は、令和６年４月１日施行予定の美幌町

犯罪被害者等支援条例に基づく犯罪被害者

等への支援金を計上しております。 

 下段の２目社会福祉施設費、１、コミュ

ニティセンター維持管理事業は、次のペー

ジになります。 

 修繕料１,２５８万７,０００円は、老朽

化に伴う玄関及び東側の屋根の改修費用の

ほか、外構のトラフ修繕などに要する経費

を計上しております。 

 下段の３目高齢者福祉費、１、高齢者福

祉推進事業は、次のページになります。 

 上から四つ目の高齢者補聴器購入費用補

助金１８０万円は、加齢による難聴により

意思疎通がしづらくなることで、生活の質

の低下やフレイル、認知症のリスクが高ま

ることから、加齢により聴力機能が低下し

た高齢者に対し、補聴器を購入する費用の

一部を助成するものです。 

 ２、在宅福祉事業、業務等委託料の上か

ら三つ目の在宅福祉サービス委託料５７８万

２,０００円は、新たに、社会福祉協議会に

おいて、人工透析をされている方の通院に

係る送迎を行う移送サービスの事業拡大を

図るための必要な体制整備に係る事業費の

一部を支援する費用を増額しております。 

 １１８、１１９ページになります。 

 このページにつきましては、前年度から

大きな変更はございません。 

 １２０、１２１ページになります。 

 このページにつきましても、前年度から

大きな変更はございません。 

 １２２、１２３ページになります。 

 中段の２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費、１、児童福祉事務につきましては、

次のページになります。 

 上から二つ目の認定こども園エアコン設

置補助金１０２万９,０００円は、美幌藤幼

稚園のエアコン追加整備に対し補助するも

ので、国の保育対策総合支援事業費補助金

を活用するものです。国、道、町がそれぞ

れ３分の１を負担します。 

 その下、保育体制強化事業補助金１７４

万円は、美幌藤幼稚園において雇用する保

育支援者の１人分の賃金等を補助するもの

で、同じく保育対策総合支援事業費補助金

を活用します。こちらは、国が２分の１、

道が４分の１、町が４分の１を負担するこ

とになります。 

 １２６、１２７ページになります。 

 ４、子育て支援センター運営事業１４８万

３,０００円は、満６か月以上の未就学児を

対象に、子供の育ちを応援するとともに、

保護者の孤立感や不安感の解消、育児に関

する負担感の軽減を図るため、理由に関係

なく一時預かり事業が利用できるよう、事

業を拡充します。 

 １２８、１２９ページになります。 

 ３目児童措置費、１、児童手当支給事業

は、国の制度改正に伴い、支給対象者を中

学生から高校生まで拡大し、所得制限が撤

廃されることに伴う増額及びそれに伴う電

算システム改修の費用となります。 

 １３０、１３１ページになります。 
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 ４款衛生費、予算額は１６億３,０９０万

８,０００円であります。 

 １項保健衛生費、１目保健衛生総務費、

１、保健衛生推進事業、補助金、開業医誘

致等助成金５,０００万円は、町内に診療所

を新たに開設する開業医に対し、５,０００

万円を上限にその費用の一部を助成するも

のです。 

 ２、子ども医療費助成事業５,６０３万円

は、子ども医療費無償化の助成対象年齢

を、令和６年８月から、現行の中学生まで

から高校生等までに拡大するとともに、受

給資格に係る所得制限を撤廃するもので

す。 

 １３２、１３３ページになります。 

 ４、広域事務組合負担事業、美幌・津別

広域事務組合負担金は、後ほど予算参考資

料により御説明いたします。 

 ２目予防費、２、予防接種事業、業務等

委託料の１行目、個別予防接種委託料

４,４８３万８,０００円は、予防接種法等

に基づく定期予防接種及び任意予防接種に

係る費用となります。新年度からは、新た

に、５０歳代から発症率が高くなる帯状疱

疹に対し、町民の健康保持・増進のため、

予防のためのワクチン接種費用の一部を助

成することとし、２３６万７,０００円を計

上しています。 

 ３、母子保健事業につきましては、次の

ページになります。 

 補助金の上から二つ目、特定不妊治療費

支援金４６３万５,０００円は、妊婦健診時

の交通費や不妊治療費の助成に加え、新た

に、特定不妊治療と併用して実施した先進

医療についても、その費用の一部を助成

し、患者の経済的負担の軽減を図ってまい

ります。 

 １３６、１３７ページになります。 

 ４目環境保全推進費、３、花樹育苗セン

ター管理運営事業の３行目、業務等委託料

１６９万５,０００円は、休憩所移転のため

の解体費用となります。 

 その下、施設維持管理等委託料の花樹育

苗センター管理運営業務委託料１,２４５万

４,０００円は、ビニールハウス４棟分の修

繕及び休憩所移転のための費用が増額とな

っております。 

 下段の４、二酸化炭素排出抑制対策事業

は、次のページになります。 

 業務等委託料、地球温暖化防止実行計画

策定支援業務委託料は、民間事業者との連

携も視野に入れた地球温暖化防止実行計画

（区域施策編）の策定を行うための費用と

して５３９万円を計上いたします。 

 ２項清掃費、１目塵芥し尿処理費は、次

のページになります。 

 ４、第Ⅳ期埋立処分場造成事業につきま

しては、後ほど予算参考資料により事業概

要について御説明いたします。 

 １４２、１４３ページになります。 

 ５、広域焼却処理施設整備事業、負担

金、中間処理施設整備業務負担金は、令和

１１年度に一般廃棄物広域中間処理施設の

建設を目指し、網走市と大空町、斜里町、

小清水町、清里町の１市５町において、基

本計画及び各種調査等を進めるための費用

として、本町が負担する２,４１１万５,０００

円を予算措置いたします。 

 １４４、１４５ページになります。 

 ５款労働費、予算額は２,３８６万４,０００

円であります。 

 １項、１目労働諸費、１、労働対策事

業、業務等委託料、季節労働者雇用対策事

業委託料は、季節労働者の就労機会を確保

するため、道路及び公園の樹木剪定や清

掃、公共施設周辺の除排雪などの作業を委

託する費用として、前年度と同額の１,５００

万円を計上しています。 

 １４６、１４７ページになります。 

 ６款農林水産業費、予算額は８億３,２０４万

４,０００円であります。 

 １項農業費、下段の４目農業振興費は、

次のページになります。 

 下段の６、みらい農業センター管理運営
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事業は、次のページになります。 

 業務等委託料、教育旅行誘客パンフレッ

ト作製業務委託料７４万３,０００円は、教

育旅行来訪校の誘客推進を図るためのパン

フレット作製に要する費用を計上しており

ます。 

 １５２、１５３ページになります。 

 ６目農地費、１、国営土地改良事業につ

きましては、網走川中央地区国営土地改良

事業の一部完了に伴い、国営かんがい排水

事業で造成された基幹水利施設の通水開始

により、それに係る光熱水費、電気保安業

務、美幌揚水機場施設管理業務等委託料な

どの維持管理経費を計上いたします。 

 ２、道営土地改良事業につきましては、

後ほど予算参考資料により事業概要につい

て御説明いたします。 

 １５４、１５５ページになります。 

 ７目みどりの村管理費、１、みどりの村

維持管理事業、実施設計等委託料、みどり

の村再整備設計業務委託料につきまして

は、デジタル田園都市国家構想交付金を活

用し、グリーンビレッジ美幌の改修を含

め、令和９年度のリニューアルオープンを

目指します。再整備に当たっては、既存施

設の改修のほか、新たな機能として、ニー

ズの高いオートサイトの設置やグランピン

グ施設を導入するなど、利用者の憩いの場

を提供いたします。新年度においては、設

計業務に要する費用として５ ,２２３万

９,０００円を計上いたします。 

 １５６、１５７ページになります。 

 このページにつきましては、前年度から

大きな変更はございません。 

 １５８、１５９ページになります。 

 ２目林業振興費、２、民有林振興対策事

業、補助金の４行目、森林の担い手支援金

は、林業事業体に就職する方に対し、１年

経過ごとに職種に応じて１２万円から２４

万円を最長３年間交付する事業で、９６万

円を計上しています。 

 その下、林業機械購入補助金は、町内の

林業従事者または事業者がチェーンソーな

どの小型林業機械を購入する際、費用の２

分の１、２０万円を上限に補助するもの

で、１０件分の２００万円を計上いたしま

す。 

 積立金５,１８２万円は、令和６年度に交

付される森林環境譲与税を基金へ積み立て

るための予算計上になります。 

 １６０、１６１ページになります。 

 ３目町有林管理費、１、町有林造林事

業、４行目の修繕料は、町有林の造林、保

育、伐採に必要な林業機械の修繕経費及び

作業道の補修費用のほか、資材倉庫兼事務

所の改修費用として２,１０３万９,０００

円を計上しております。 

 １６２、１６３ページになります。 

 ７款商工費、予算額は４億９,６８５万

６,０００円であります。 

 １項商工費、２目商工業振興費、１、商

工業振興推進事業、３行目の修繕料１,７２７万

９,０００円は、商店街の街路灯をＬＥＤ照

明へ交換する費用で、令和６年度は旭通り

東８基、大通南１から３丁目が６基、合わ

せて１４基をＬＥＤ照明にいたします。 

 補助金の１行目、中小企業相談所運営事

業補助金は、町内事業者の経営等の充実を

図るため、商工会議所内に設置する中小企

業相談所運営経費を支援するもので、１,３００

万円を計上しております。 

 その三つ下の企業立地促進補助金は、町

内に工場等を新設または増設する事業者に

対して、企業立地促進条例に基づき、補助

金を交付するための予算計上になります。

新年度は、事業者４社が対象となることか

ら、固定資産税相当額、雇用の増加に対す

る補助金として２,１６６万３,０００円を

交付する予定であります。 

 ２、商工業活性化促進事業、１行目の各

種委員会報償２万５,０００円、その下、費

用弁償４０万８,０００円及び補助金の３行

目、特産品開発支援事業補助金１５０万円

は、昨年１２月、一般社団法人全日本司厨
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士協会北海道地方本部と食を通じた地域活

性化に関する連携協定を締結いたしました

が、新年度においては、キックオフイベン

トとして講演会を開催するほか、町の特産

品となる商品開発等の支援をいただき、町

の魅力向上と情報発信を行うための費用と

なります。 

 １６４、１６５ページになります。 

 ３目観光費、１、観光振興事業、上から

５行目、印刷製本費は、美幌地区三町広域

観光協議会による屈斜路カルデラ外輪山ト

レイルルートは新年度開通する予定であ

り、観光パンフレットの全面更新を行い、

美幌町の魅力を発信するための費用として

５５０万円を計上しております。 

 ２、観光施設維持管理事業につきまして

は、次の１６６、１６７ページになりま

す。 

 工事請負費、交流ホール等改修工事につ

きましては、後ほど予算参考資料により事

業概要について御説明いたします。 

 １６８、１６９ページになります。 

 ８款土木費、予算額は１２億６,６２１万

円であります。 

 ２項道路橋梁費、２目道路橋梁維持費、

１、道路橋梁維持管理事業、４行目の修繕

料は、雨水ますや側溝、照明灯などの道路

施設、道路舗装などの修繕経費として４,３６６

万円を計上しています。 

 １７０、１７１ページになります。 

 ２、道路橋梁補修事業、実施設計等委託

料、五月橋補修実施設計委託料６９０万円

は、豊幌地区の橋梁補修に係る実施設計に

なります。 

 その下、第１００号橋補修実施設計委託

料１,５００万円は、福住地区の橋梁撤去に

係る実施設計になります。 

 工事請負費、第６０号橋補修工事につき

ましては、後ほど工事関係参考資料により

工事概要について御説明をいたします。 

 ３、除雪対策事業、施設維持管理等委託

料、除排雪委託料８,３５９万６,０００円

は、民間事業者による一斉除雪５回分など

の経費を計上しています。 

 １７２、１７３ページになります。 

 ３目道路橋梁新設改良費、１、道路整備

事業につきましては、後ほど工事関係参考

資料により工事概要について御説明をいた

します。 

 ３項河川費、１目河川総務費、１、河川

維持管理事業、工事請負費につきまして

は、後ほど工事関係参考資料により工事概

要について御説明をいたします。 

 下段の４項都市計画費、１目都市計画総

務費、１、都市計画事業は、次のページと

なります。 

 業務等委託料、都市計画マスタープラ

ン・立地適正化計画策定業務委託料は、令

和４年度から進める都市計画マスタープラ

ンの見直し、立地適正化計画の策定の最終

年度となり、策定に要する費用として１,２８２万

６,０００円を計上しております。 

 その下、都市計画変更業務委託料は、都

市計画マスタープランの見直しにより必要

となる都市計画変更に係る北海道との協議

資料等の作成に要する費用として３８３万

６,０００円を計上しております。 

 ２目公園維持費、１、公園維持管理事

業、工事請負費、１行目のみつはしふれあ

い公園遊具更新工事は、老朽化により一部

使用が不可となっているコンビネーション

遊具の改修費用として１００万円を計上し

ております。 

 その下のあさひ運動公園トイレ改修工事

は、あさひ運動公園トイレ２か所の洋式化

への改修に要する費用として２６４万円を

計上しております。 

 下段の５項住宅費は、次のページになり

ます。 

 ２目住宅管理費、１、公営住宅管理事

業、施設維持管理等委託料の一番下、灯油

集中供給検針盤内流量計等更新委託料５０９万

３,０００円は、三橋南団地３号棟、美富団

地２号から４号棟、南団地１号から２号棟
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の灯油集中供給検針盤内流量計を更新する

ための委託料になります。 

 下段の３目住宅建設費、１、公営住宅整

備事業、旭団地７号棟建設実施設計業務委

託料３,１３７万５,０００円は、仲町団地

の建て替えに先立ち、現入居者の仮居住先

として建設する旭団地７号棟の実施設計業

務委託料の２年目となります。 

 その下、工事請負費につきましては、後

ほど工事関係参考資料により工事概要につ

いて御説明をいたします。 

 １８０、１８１ページになります。 

 ９款消防費、予算額は４億１,７７１万

３,０００円であります。 

 １、広域事務組合負担事業、負担金、美

幌・津別広域事務組合負担金につきまして

は、後ほど予算参考資料により御説明いた

します。 

 １８２、１８３ページになります。 

 １０款教育費、予算額は１０億９,１８７万

６,０００円、前年度から１ ,２９２万

７,０００円の増額であります。 

 １項教育総務費、下段の３目教育振興

費、１、教育振興事業、各種研修等報償の

１１万３,０００円は研修会の講師報償を、

普通旅費の２４万３,０００円と特別旅費の

１２万６,０００円は義務教育学校整備の打

合せと先進地を視察する旅費を、いずれも

小中一貫教育推進に係る経費を計上してお

ります。 

 １８４、１８５ページになります。 

 補助金、美幌高等学校教育支援事業補助

金１,４６２万９,０００円は、生徒募集と

高校の魅力化に向けた取組を強化するた

め、事業内容を拡充いたします。新年度

は、地域みらい留学参加経費の拡充、民間

下宿の追加、農業科実習服の充実などを行

います。 

 ２、学校教育振興事業、上から三つ目の

事務事業協力報償のうち４９万円は、各生

徒数の減少によって、学校単位での部活動

の運営は厳しくなっており、将来にわた

り、生徒たちがスポーツ・文化・芸術活動

に継続して親しむ機会を確保するため、将

来的には地域クラブ活動への移行を目指

し、新年度から一部の部活動について拠点

校方式での取組を導入することに要する経

費を計上しております。 

 １８６、１８７ページになります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、１、小

学校管理事業、６行目の修繕料は、東陽小

学校及び旭小学校体育館のＬＥＤ化、旭小

学校普通教室のカーテン交換、及び、その

他校舎及び教員住宅等の修繕に要する費用

として１,９５１万３,０００円を計上して

おります。 

 １８８、１８９ページになります。 

 下段の２目教育振興費、１、小学校教材

整備事業、一番上の消耗品費１,３５７万

９,０００円のうち１,０７３万３,０００円

は、小学校教科書の改訂に対応するための

教師用指導書の購入費用になります。 

 １９０、１９１ページになります。 

 ３項中学校費、１目学校管理費、１、中

学校管理事業、上から６行目の修繕料は、

美幌中学校体育館のＬＥＤ化、各中学校の

バスケットゴール修繕、及び、その他校舎

及び教員住宅等の修繕に要する経費として

１,２３６万円を計上しております。 

 １９２、１９３ページになります。 

 中段の教育備品１００万円は、各中学校

における吹奏楽楽器の更新費用となりま

す。 

 １９４、１９５ページになります。 

 ４項社会教育費、次のページになりま

す。 

 ２目社会教育振興費、２、青少年教育事

業、補助金の上から二つ目のびほろっ子夢

へのチャレンジプロジェクト事業補助金９０

万円は、企業版ふるさと納税を活用し、次

代を担う子供たちの抱く夢実現のため、夢

がかなうまでの過程を子供たちが自らの力

で考え、実践できるよう支援する事業を創

設します。町内在住の１１歳から１８歳ま
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での児童生徒を対象とし、審査委員会によ

り対象者を決定いたします。 

 ４、高齢者教育事業ですが、高齢者大学

の明和大学は、昭和４７年に創立し５０周

年を迎えることから、これまでの歩みを振

り返り、記念講演、記念式典や記念文集を

作成する経費として、各種行事等報償、印

刷製本費など、合わせて２６万４,０００円

を計上しております。 

 １９８、１９９ページになります。 

 ６、未来のアーティスト応援事業１００

万円は、青少年の芸術文化に係る全国・全

道コンクール大会への参加費を助成するも

ので、継続事業となります。 

 ３目社会教育施設費、１、町民会館等管

理運営事業、５行目の修繕料は、びほーる

反響板照明ＬＥＤ化、非常用照明交換、蒸

気加湿器部品の交換など、施設の修繕経費

として２,２２３万２,０００円を計上して

います。 

 ２００、２０１ページになります。 

 上段の庁用備品は、びほーるステージ昇

降用階段２台の購入費として８０万２,０００

円を予算計上しております。 

 ２０２、２０３ページになります。 

 ５目図書館費、２、図書館施設維持管理

事業、業務等委託料の上から二つ目のＷｉ

－Ｆｉ更新業務委託料は、館内全館的にＷ

ｉ－Ｆｉが利用できるよう整備を行うもの

で、２５万８,０００円を計上しておりま

す。 

 ２０４、２０５ページになります。 

 ６目博物館費、１、博物館運営事業、上

から八つ目の修繕料は、玄関アーチなどの

改修、照明、非常用照明ＬＥＤ化など、施

設の修繕経費として３,００２万５,０００

円を計上しております。 

 ２０６、２０７ページになります。 

 ２、博物館活動推進事業は、美幌町とゆ

かりのある著名な動物写真家、前川貴行氏

が撮影された動物写真の展示公開を進める

もので、事務事業協力報償、印刷製本費、

庁用備品、機械器具など、合わせて１６９

万円を計上しております。 

 ７目文化財保護費、１、文化財保護事業

の一番下、かしわの木保全作業委託料は、

町指定文化財である美幌小学校のかしわの

木の土壌診断及び土壌改良等に要する費用

として３７６万４,０００円を計上しており

ます。 

 ２０８、２０９ページになります。 

 ５項保健体育費、１目保健体育総務費

は、次のページになります。 

 ３、未来のアスリート応援事業は、スポ

ーツに打ち込んでいる子供たちを応援する

経費として、新たにスポーツ団体が企画す

る講演会等を支援するスポーツ講演応援事

業を創設し、競技力の向上とスポーツ振興

に努めるもので、７００万円を計上いたし

ます。 

 ２目体育施設費、２、屋外体育施設維持

管理事業は、次のページになります。 

 修繕料１億４,４２２万９,０００円につ

きましては、リリー山スキー場照明ＬＥＤ

化、リフト電動機等交換等に係る費用など

になります。 

 中段の教育備品７５７万５,０００円は、

柏ヶ丘公園陸上競技場の４レーン分のトラ

ックゴムマット、スターティングブロッ

ク、ワイヤレスタイム光電管計測器等の購

入費用となります。 

 ３目学校給食センター費、１、学校給食

運営事業は、次のページになります。 

 補助金、学校給食費補助金２,７９５万

４,０００円は、従来から多子世帯において

は給食費の無償化を実施しておりますが、

令和５年１０月からは、第１子、第２子に

ついても半額を助成しており、継続して取

り組むものであります。 

 ２１６、２１７ページになります。 

 １１款公債費、予算額は１０億４,３２７万

６,０００円であります。 

 １項公債費、１目元金、１、町債元金償

還金は、１０億１４０万９,０００円を計上
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しております。 

 町債について、令和５年度末現在高の見

込額は１０５億７,５００万４,０００円で

すが、令和６年度の元金償還金と新たな起

債借入れを見込んだ令和６年度末の現在高

は１０３億８,１４２万９,０００円となる

見通しであります。 

 詳細につきましては、予算書２３４ペー

ジに掲載しておりますので、後ほど御確認

をいただければと思います。 

 ２目利子、１、町債利子償還金は４,１５７万

９,０００円を、２、一時借入金利子は

２８万８,０００円をそれぞれ予算計上して

おります。 

 ２１８、２１９ページになります。 

 １２款職員給与費、予算額は２０億２,９８６万

４,０００円であります。 

 １項、１目職員給与費、１、職員給与支

給事務１３億２６２万円は、特別職３名と

一般職１７５名の給料、諸手当、共済費等

を計上しております。 

 予算書の２２２ページ以降に給与費明細

書を掲載しておりますので、後ほど御確認

をいただければと思います。 

 次に、２、会計年度任用職員給与支給事

務７億２,７２４万４,０００円は、フルタ

イム８２名、パートタイム１８６名の報

酬、給料、諸手当、共済費等を計上してお

ります。 

 なお、地方自治法改正により、会計年度

任用職員にも勤勉手当が支給可能となり、

そのための費用を計上しております。 

 予算書の２４６、２４７ページに所属別

の職員数を掲載しておりますので、後ほど

御確認をいただければと思います。 

 ２２０、２２１ページになります。 

 １３款予備費、予算額は、前年度と同額

の１００万円を計上しております。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩します。 

 再開は、１３時１０分とします。 

午前１１時５６分 休憩 

─────────────────── 

午後 １時１０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和６年度美幌町一般会計予

算について説明を行います。 

 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） それでは、主要

事業につきまして御説明をさせていただき

ます。 

 令和６年度各会計予算参考資料の６７ペ

ージをお開き願います。 

 ３、道営土地改良事業計画概要、１、水

利施設等保全高度化事業でございます。 

 １段目の豊高第２地区であります。 

 区域は、豊岡、高野で、平成２９年度か

ら令和６年度までの継続事業で、事業内容

は面整備であります。 

 令和６年度は、区画整理１１ヘクタール

を整備し、事業費は３,４００万円で、事業

完了予定でございます。 

 次に、２段目の田中第２地区でありま

す。 

 区域は、日並、田中、報徳、瑞治で、令

和元年度から令和８年度までの継続事業

で、事業内容は面整備であります。 

 令和６年度は、区画整理３０.２ヘクター

ル、暗渠排水１８.６ヘクタールを整備し、

事業費は２億５,８４８万６,０００円でご

ざいます。 

 次に、３段目の中央美和地区でありま

す。 

 区域は、栄森、美和、昭野、美禽の一部

で、令和２年度から令和１０年度までの継

続事業で、事業内容は農業用用排水施設と

面整備であります。 

 令和６年度は、農業用用排水施設１２５

メートルを整備し、事業費は５億６,９９０

万円でございます。 

 次に、４段目の中央野崎地区でありま

す。 

 区域は、野崎で、令和６年度から令和

１４年度までの新規事業で、事業内容は農
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業用用排水施設と面整備であります。 

 令和６年度は、農業用用排水施設の調査

設計を行い、事業費は１億５,２００万円で

ございます。 

 令和６年度の水利施設等保全高度化事業

の事業費は、総額１０億１,４３８万６,０００

円となります。 

 負担割合につきましては、国が５５％、

道が２８％、地元負担が１７％で、地元負

担のうち、農家負担が７.５％、残り９.５

％を道のパワーアップ事業と町で４.７５％

ずつの負担をするもので、農業経営高度化

促進事業による国の補助金を活用すること

により、道及び町の負担を一部軽減し、町

の負担総額は１０億１,４３８万６,０００

円のうち約２.３５％の２,３８９万円を予

定しております。 

 次に、下段の２、農地整備事業でありま

す。 

 田中３６号道路は、旧田中小学校地先の

国道３３４号から道道福住女満別線までの

町道第３６号道路を令和６年度から令和

１０年度の５か年で整備する新規事業で、

延長４,６９３メートル、車道幅員５.５メ

ートルの農道修繕と路面改良を予定してお

り、令和６年度は調査設計を行い、事業費

は３,５００万円でございます。 

 負担割合につきましては、国が５５％、

道が２２.５％で、地元負担の２２.５％、

７８７万５,０００円を町が負担し、財源は

辺地対策事業債、充当率１００％、うち、

元利償還金の８０％が交付税措置されるも

のを予定しております。 

 次に、同じく参考資料の８７ページをお

開き願います。 

 ９、広域事務組合、美幌・津別広域事務

組合負担金内訳であります。 

 まず、津別町との負担割合でございます

が、総務の議会費、監査委員費、予備費は

美幌町と津別町５０％で、一般管理費は、

令和２年国勢調査の人口割により算出し、

美幌町８１.０４％、津別町１８.９６％

で、前年度と同じ負担割合となっておりま

す。 

 衛生の火葬場、経常費も同じく人口割で

算出し、美幌町８１.０４％、津別町１８.９６

％の負担割合であります。 

 消防につきましては、消防本部費及び通

信指令業務運営費は、人口、世帯、面積、

財政、団員割により算出し、美幌町７１.２１

％、津別町２８.７９％で、前年度より美幌

町０.０８％の減、津別町０.０８％の増と

なっております。 

 次に、通信指令施設管理費及び公債費の

通信指令機器移設事業は、美幌町と津別町

５０％で、前年度と同じ負担割合でありま

す。 

 また、公債費の消防庁舎改築工事事業に

つきましては、消防本部及び通信指令施設

の面積案分による負担割合となっておりま

す。 

 美幌消防費及び公債費の車両整備事業等

につきましては、美幌町１００％の負担で

ございます。 

 令和６年度、広域事務組合の予算額は、

下段合計欄の５億４,７９７万２,０００円

で、負担割合に基づく美幌町の負担につき

ましては、４億４,３４３万２,０００円、

対前年度比で３.８％の減となっておりま

す。 

 組合の主な事業でございますが、火葬場

施設につきましては、火葬炉の耐火物修繕

及び燃焼送風機の更新整備を行い、火葬炉

の稼働に万全を期すとともに、外壁や屋根

の塗装、待合ホールの床張り替えなど、施

設の維持管理に努めてまいります。 

 消防関係につきましては、令和７年度に

通信指令システムの更新時期を迎えること

から、令和６年度は、新システムの導入に

向けて、実施設計業務を委託し、更新準備

を進めてまいります。 

 また、美幌消防団が運用する消防ポンプ

車１台を更新整備し、消防力の充実強化を

図るとともに、北海道消防学校の専科教育
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課程に職員を派遣し、専門的な知識、技能

の習得、北見赤十字病院などで救急救命士

の生涯研修を継続し、高度な救命処置の向

上に取り組んでまいります。 

 予算参考資料につきましては、以上でご

ざいます。 

 次に、予算工事関係参考資料について御

説明いたしますので、令和６年度予算工事

関係参考資料の２ページをお開き願いま

す。 

 第Ⅳ期埋立処分場造成事業でございま

す。 

 本事業につきましては、現在運用してい

る第Ⅲ期埋立処分場の残余容量が少なくな

ってきていることから、令和６年度から令

和８年度までの３か年で新たな処分場を造

成するものであります。 

 造成箇所につきましては、登栄の第Ⅰ期

造成処分場浸出水処理施設西側の図面では

黒い実線で囲ってある部分となります。埋

立処分地は、赤い実線で囲んだ箇所で、面

積８,６４０平方メートル、容量は５万立方

メートルとなります。 

 浸出水処理施設は、中ほどに四角く黒塗

りしてある箇所に１日当たり２０立方メー

トルの水処理施設を有する施設を整備する

ものでございます。 

 本事業は、令和８年度までの３か年事業

で、総事業費２１億２,４３１万５,０００

円を予定しております。 

 令和６年度の工事費は４億１,６７９万

６,０００円を計上し、黄色に着色した箇所

の造成及び浸出水処理施設の建設工事に着

手いたします。 

 財源は、国庫補助金として、防衛施設周

辺民生安定施設整備事業補助金、補助率

１０分の４、補助残は過疎対策事業債で、

充当率１００％、うち後年度元利償還金の

７０％が交付税措置されるものを活用した

整備を予定しております。 

 次に、３ページをお開き願います。 

 観光施設維持管理事業でございます。 

 峠の湯びほろ交流ホール等改修工事につ

きましては、課題となっておりましたＲＶ

パーク利用者のトイレの混雑解消とＲＶパ

ーク通年営業に向けた施設整備を行うもの

であります。 

 工事内容は、既存施設の交流ホール内

に、男女別トイレ、洗面台の設置と野外か

ら直接出入りができるよう改修を行うとと

もに、野外にシンクを設置いたします。 

 工事費は１,２６９万４,０００円を計上

しており、財源は、道補助金として地域づ

くり総合交付金、補助率２分の１、補助残

は美幌町ふるさとづくり基金の繰入れを予

定しております。 

 続きまして、４ページをお開き願いま

す。 

 道路橋梁補修事業でございます。 

 地図番号①第６０号橋は、稲美、加藤様

宅北側の美幌川に架かる橋長５１メートル

の橋梁であります。 

 本事業は、橋梁長寿命化修繕計画に基づ

く橋梁補修事業で、橋梁上部工のひび割れ

補修、伸縮装置の交換、橋面防水と橋梁前

後の舗装すりつけを行い、事業完了を予定

しております。 

 工事費は２,７９０万円を計上しており、

財源は、国庫補助金として道路メンテナン

ス事業補助金、補助率１０分の６、補助残

は過疎対策事業債で、充当率１００％、う

ち後年度元利償還金の７０％が交付税措置

されるものを活用した整備を予定しており

ます。 

 続きまして、５ページをお開き願いま

す。 

 道路整備事業でございます。 

 図面中央右側の地図番号①第９号道路

は、日の出１丁目、旧網走信用金庫稲美支

店様の前から栄通までの東側歩道と、青山

北、美幌動物病院様前から国道２４３号ま

での西側歩道幅員３ .５メートル、延長

２７３.４メートルの歩道改良を予定してお

ります。 
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 次に、図面中央の地図番号②第１０７号

道路は、しゃきっとプラザ駐車場入り口か

ら役場庁舎までの車道幅員５.５メートルか

ら６メートル、片側歩道幅員２メートル、

延長１１５.２メートルの改良舗装を予定し

ております。 

 次に、図面右側、先ほど御説明の地図番

号①の上部、地図番号③第４０２号道路

は、日の出１丁目、黒猫洋菓子店様からあ

けぼの通りまでの車道幅員６メートル、延

長２２６.６メートルの改良舗装を予定して

おります。 

 次に、ただいま御説明の地図番号③の下

側になります。 

 地図番号④第１２４号・４１３号道路

は、稲美、気楽家様から旭公営住宅３号棟

までの１５５.１メートルの改良舗装を行う

もので、整備内訳は、南側の第１２４号道

路が、車道幅員６メートル、片側歩道幅員

２メートル、延長５２.２メートルで、北側

の第４１３号道路は、車道幅員５ .５メ

ートル、片側歩道幅員２メートル、延長

１０２.９メートルを予定しております。 

 最 後 に 、 図 面 上 部 の 地 図 番 号 ⑤ 第

５０５・５０９号道路は、新町２丁目、み

うら塗装様交差点から国道３９号まで、延

長２０８.８メートルの歩道改良、令和６年

度と令和７年度の２か年での整備を予定し

ております。令和６年度は北側の歩道の整

備で、内訳は西側の第５０５号道路が、歩

道幅員２.５メートル、延長９９.７メート

ル、東側の第５０９号道路は、歩道幅員

２.５メートル、延長１０９.１メートルを

予定しております。 

 ただいま御説明いたしました５本の道路

整備事業の工事費につきましては、１億

８,５９５万円を計上しており、いずれも過

疎対策事業債、充当率１００％、うち後年

度元利償還金の７０％が交付税措置される

ものを活用した整備を予定しております。 

 続きまして、６ページをお開き願いま

す。 

 河川維持管理事業でございます。 

 図面上部にあります地図番号①駒生川

は、令和５年度に実施の河川しゅんせつ終

点地点の駒生、新庄様圃場から上流に向け

て延長３７５メートルの河川しゅんせつを

予定しております。 

 次に、図面右側、地図番号②みどり川で

ございます。 

 田中、飯島様圃場から上流の福住に向か

って延長５００メートルの河川しゅんせつ

を予定しております。 

 次に、図面左側、地図番号③福寿草の沢

川でございます。 

 昭野、岡田様圃場から上流に向かって延

長７００メートルの河川しゅんせつを予定

しております。 

 次に、図面下部にあります地図番号④に

つきましては、豊幌川の吉田様圃場と川原

様圃場に近接する沈砂池２か所、あやめ沢

川の石川様圃場と高橋様圃場に近接する沈

砂池２か所、旭沢川、大西様圃場に近接す

る沈砂池１か所の合計５か所の沈砂池しゅ

んせつを予定しております。 

 合計工事費は６,２８８万円を計上してお

り、財源内訳は、緊急浚渫推進事業債、充

当率１００％、うち後年度元利償還金の

７０％が交付税措置されるものを活用した

整備を予定しております。 

 続きまして、７ページをお開き願いま

す。 

 公営住宅整備事業でございます。 

 本事業は、平成１６年から平成２１年に

建設しました旭団地を、美幌町公営住宅等

長寿命化計画に基づき、長期の施設活用を

図ることを目的に長寿命型改善を実施する

ものであります。 

 令和６年度は、図面左側配置図に赤塗り

してあります１号棟の屋根、外壁の塗装と

バルコニー、屋上部の床防水の改善を予定

しております。 

 工事費は５,７１６万４,０００円を計上

しており、財源は、国庫補助金として公営
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住宅等ストック総合改善事業補助金、補助

率２分の１を予定しております。 

 以上、主要事業につきまして御説明申し

上げました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 引き続き、一

般会計予算の歳入につきまして御説明を申

し上げます。 

 予算書の２６、２７ページをお開き願い

ます。 

 ２、歳入でございます。 

 １款町税につきましては、前年度から

１,１０５万９,０００円の増、総額で２２億

７,８５９万９,０００円を計上いたしま

す。 

 １項町民税、１目個人町民税は、前年の

猛暑の影響などにより、農業所得の減少が

見込まれるものの、給与所得の上振れを見

込み、７４０万円の増、９億１,１０８万

３,０００円を計上しております。 

 ２目法人町民税は、原油価格・物価高騰

等の影響などによる農林業、建設業、製造

業、複合サービス業の税割の減少を見込

み、２２６万６,０００円の減、１億６４５

万円を計上しております。 

 ２項、１目固定資産税は、土地及び建物

の評価替えに伴う課税標準額の減少によ

り、５４４万３ ,０００円の減、８億

８,３５５万７,０００円の計上になりま

す。 

 下段の４項、１目町たばこ税は、販売数

量の増加により９５４万８,０００円の増、

１億８,０１８万６,０００円を計上いたし

ます。 

 ２８、２９ページになります。 

 ２款地方譲与税は、総額で２億３１４万

２,０００円を計上いたします。 

 １項地方揮発油譲与税は、ガソリンに対

して課される税で、地方揮発油税の４２％

が市町村に交付されますが、３,３４１万

８,０００円を見込んでおります。 

 ２項自動車重量譲与税は、自動車重量税

の一部が道路延長及び面積に基づいて譲与

されるもので、１億１,７７９万７,０００

円を見込んでおります。 

 ４項森林環境譲与税は、地球温暖化防止

と山地災害を防止するため、市町村が実施

する森林整備事業に対して譲与されるもの

で、原資となる森林環境税は個人住民税均

等割と合わせて１人年額１,０００円が令和

６年度から徴収されますが、本町に交付さ

れる譲与税は５,１７９万６,０００円を見

込んでおります。 

 ３０、３１ページになります。 

 ３款利子割交付金は、預貯金利子等に課

税される道民税、利子割の一部が市町村に

交付されるもので、５９万５,０００円を計

上いたします。 

 ３２、３３ページになります。 

 ４款配当割交付金は、個人に係る株式の

配当の一部が市町村へ交付されるもので、

４８９万８,０００円を計上しております。 

 ３４、３５ページになります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金は、所得税

において源泉徴収を選択した特定口座内に

おける株式等の譲渡益に対してその一部が

交付されるもので、４５４万円を見込んで

おります。 

 ３６、３７ページになります。 

 ６款法人事業税交付金は、令和元年１０

月の消費税率引上げに伴い、地域間の税源

の偏在性を是正するため、北海道に納付さ

れた法人事業税の一部が市町村に交付され

るもので、３,１６５万３,０００円を計上

しております。 

 ３８、３９ページになります。 

 ７款地方消費税交付金は、地方財政計画

における令和５年度決算見込みによる交付

金額を勘案し、５億４７０万７,０００円を

計上しております。 

 消費税は、地方消費税と合わせた税率が

平成２６年４月に５％から８％へ、令和元

年１０月には現行の１０％へ引上げになり
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ましたが、引上げ分の地方消費税交付金

は、その全額を社会保障経費に充てること

となっております。 

 予算参考資料の８８ページにその使途を

明示しておりますので、後ほど御確認いた

だければと思います。 

 ４０、４１ページになります。 

 ８款環境性能割交付金は、令和元年１０

月の消費税率１０％の引上げに伴い、自動

車取得税が廃止され新たに創設された交付

金ですが、新年度は２,１４３万９,０００

円を見込んでいます。 

 ４２、４３ページになります。 

 ９款国有提供施設等所在市町村助成交付

金は、自衛隊の基地が所在する市町村に対

し交付されるもので、新年度は３０万円を

計上いたします。 

 ４４、４５ページになります。 

 １０款、１項地方特例交付金は、個人住

民税における住宅借入金特別控除の地方公

共団体の減収分を補塡するために交付され

るもので、７６５万８,０００円を見込んで

おります。 

 ２項新型コロナウイルス感染症対策地方

税減収補塡特別交付金は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けながらも新たに設

備投資する中小事業者に対し、償却資産と

事業用家屋に係る固定資産税を軽減するこ

とで生じる市町村の減収分を補塡するため

に交付されるもので、１６６万円を計上し

ております。 

 ４６、４７ページになります。 

 １１款地方交付税につきましては、２億

円増の４４億円を見込んでおります。 

 地方交付税は、地方公共団体が全国ひと

しく行政サービスを提供できるよう、財源

調整及び財源保障の観点から、一定のルー

ルに基づき国から交付される財源になりま

す。 

 令和６年度の地方財政計画に基づき推計

した結果、前年度から２億円の増、４４億

円を計上したところであります。 

 ４８、４９ページになります。 

 １２款交通安全対策特別交付金は、交通

違反の反則金から事務費を除いた額が、交

通事故の発生件数や道路延長などに基づき

市町村に交付されるもので、新年度は

１６８万２,０００円を見込んでおります。 

 ５０、５１ページになります。 

 １３款分担金及び負担金は、１億８６０万

３,０００円を計上いたします。 

 １項分担金は、道営土地改良事業などの

分担金になりますが、道営土地改良事業中

央美和地区の事業費の増、及び、同じく中

央野崎地区を新規で実施することなどによ

り１,９２３万４,０００円の増額となりま

す。 

 ２項負担金は、説明欄に記載の負担金を

それぞれ計上してございます。 

 ５２、５３ページになります。 

 １４款使用料及び手数料は、総額で２億

７,２７２万円を見込んでの予算計上であり

ます。 

 主な増減理由として、１項使用料、２目

民生使用料、２節児童福祉使用料の上から

３行目、一時預かり利用料につきまして

は、令和６年度から満６か月以上の未就園

児を対象とした一時預かり事業の拡充に伴

う利用者の増を見込み、前年度から２９４

万円の増を見込んでおります。 

 ５目土木使用料、４節住宅使用料の町営

住宅使用料と駐車場使用料につきまして

は、入居者の減により、前年度から２５２万

１,０００円の減を見込んでおります。 

 ５４、５５ページになります。 

 ２項手数料、１目総務手数料、２節戸籍

住民基本台帳手数料の上から２行目、戸籍

証明交付手数料は、戸籍に関する証明件数

見込みの増により１９万３,０００円の増額

を見込んでおります。 

 ５６、５７ページになります。 

 １５款国庫支出金は、国の制度や事業の

実施に伴う負担金、補助金及び委託金であ

りますが、前年度から２億６ ,７５３万



－ 215 － 

５,０００円の増、総額で１１億５,８８２万

８,０００円を計上いたします。 

 主な内容でございますが、２項国庫補助

金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理

費補助金の上から２行目、デジタル基盤改

革支援補助金につきましては、地方公共団

体情報システムの標準化・共通化に係るシ

ステム導入委託料に対する補助金として、

全額、国の補助による８,０８２万２,０００

円を計上しております。 

 ２目民生費国庫補助金、２節児童福祉費

補助金の一番下の行、こども誰でも通園制

度試行的事業費補助金につきましては、先

ほど使用料の項目で説明いたしました一時

預かり事業の拡充に伴い、対象事業費の

４分の３が補助されるもので、４３７万

７,０００円を計上しております。 

 ３目衛生費国庫補助金、２節清掃費補助

金の第Ⅳ期埋立処分場造成事業補助金につ

きましては、防衛省の補助を受け整備する

第Ⅳ期埋立処分場造成工事及び浸出水処理

施設建設工事等に係る補助金として、１億

４,５２６万５,０００円を計上しておりま

す。 

 ４目農林水産業費国庫補助金、２節農業

費補助金のデジタル田園都市国家構想交付

金につきましては、みどりの村再整備に係

る交付金として２,６１１万９,０００円を

計上しております。 

 下段の５目土木費国庫補助金につきまし

ては、次のページになります。 

 ３節住宅費補助金の１行目、社会資本整

備総合交付金については、公営住宅等長寿

命化計画に基づく平成１６年建設の旭団地

１号棟の屋根・外壁改善工事及び旭団地７

号棟の建設に係る実施設計委託に対する交

付金として４,２９２万２,０００円を計上

するものであります。 

 ６０、６１ページになります。 

 １６款道支出金につきましては、北海道

の制度や事業の実施に伴う負担金、補助金

及び委託料を計上するもので、総額は８億

９,１７４万２,０００円を見込んでおりま

す。 

 ２項道補助金、３目衛生費道補助金、１

節保健衛生費補助金の子ども医療費助成事

業医療費補助金につきましては、補助対象

となる未就学児医療費及び小学生の入院医

療費の増を見込み、前年度から１５１万

３,０００円増の８９７万４,０００円を計

上しております。 

 ６２、６３ページになります。 

 上から３行目、２節清掃費補助金のゼロ

カーボンビレッジ構築支援事業補助金につ

きましては、脱炭素化の推進に向けた地球

温暖化防止実行計画（区域施策編）の策定

委託に対する補助金として２６９万５,０００

円を計上しております。 

 ５目商工費道補助金、１節商工費補助金

の上から２行目、地域づくり総合交付金に

つきましては、北海道地域振興条例に基づ

き、地域課題の解決や地域活性化を目的と

して取り組む事業に対し、補助されるもの

で、峠の湯交流ホール等改修工事及び観光

パンフレット更新事業に対する補助として

９００万円を計上しております。 

 ６６、６７ページになります。 

 １７款財産収入は、総額で３,２８５万

３,０００円を計上いたします。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入

は、学校林と一般林の売払い代を計上して

います。 

 ６８、６９ページになります。 

 １８款寄附金は、前年度から９,９００万

円の増額、総額で５億５００万７,０００円

を計上いたします。 

 １項寄附金、１目一般寄附金、ふるさと

寄附金について、本年１月末現在の寄附金

総額が３億８,８６７万５,０００円と好調

に推移していることから、前年度から１億

円の増収を見込み、５億円を計上しており

ます。 

 同じく１節一般寄附金の企業版ふるさと

納税につきましては、株式会社新宮商行様
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から５００万円の寄附金を見込んでの計

５００万円を計上しております。 

 ７０、７１ページになります。 

 １９款繰入金は、各事業費の財源に充て

るため、目的に沿った基金からの繰入れを

行うもので、総額は１１億８０６万７,０００

円を計上しております。 

 主な繰入れとして、１目財政調整基金繰

入金は、予算編成におきまして収支不足が

生じたことから、その財源として４億

７,１７４万５,０００円を繰入れいたしま

す。 

 ２目減債基金繰入金は、公債費の償還に

充てるため、積立てをしておりました減債

基金から１億５,０００万円を繰入れいたし

ます。 

 ３目公共施設整備基金繰入金は、リリー

山スキー場、博物館及び峠の湯びほろの改

修整備をはじめ、ごみ処分場の施設修繕な

ど、公共施設の整備の財源として１億５,９６５万

１,０００円を繰入れいたします。 

 ６目ふるさとづくり基金繰入金は、移住

定住、観光イベント推進、農林や文化の振

興など、寄附の趣旨に沿った繰入れを行う

もので、各事業費の財源に充てるため、２億

５３０万円を繰入れいたします。 

 ７２、７３ページになります。 

 ２０款繰越金につきましては、令和５年

度の繰越金として１,０００万円を見込んで

の計上であります。 

 ７４、７５ページになります。 

 ２１款諸収入は、歳入の各費目に該当し

ない収入を計上するもので、前年度と大き

な変更はございません。総額で５億７８４万

９,０００円を計上しております。 

 ８０、８１ページになります。 

 ２２款町債は、８億７８３万４,０００円

の計上となりますが、詳細につきまして

は、第３表、地方債で御説明いたしました

ので、説明を省略させていただきます。 

 歳入は以上となります。 

 以上、議案第２９号令和６年度美幌町一

般会計予算について御説明を申し上げまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

２１０ページになります。 

 議案第３０号令和６年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について御説明申し上げ

ます。 

 予算書につきましては、２８３ページを

お開き願います。 

 令和６年度美幌町の国民健康保険特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ２４億４,２９３万８,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 歳出から御説明申し上げますので、予算

書３０４、３０５ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出。 

 １款総務費、１項、１目一般管理費

８,４４９万２,０００円の主なものといた

しましては、国保事業の運営に要する職員

９名分の人件費及び会計年度任用職員１名

の報酬と電算システムに要する費用及び一

般事務に要する経費でございます。 

 ２目連合会負担金４４１万３,０００円に

つきましては、北海道国民健康保険団体連

合会に対する各種負担金に係る経費でござ

います。 

 ３０６、３０７ページをお開き願いま

す。 

 ２項徴税費２５２万５,０００円につきま

しては、国民健康保険税の賦課徴収に係る

経費でございます。 

 ３項運営協議会費１８万円につきまして

は、国民健康保険運営協議会の委員９名の

報酬でございます。 

 ４項趣旨普及費６４万３,０００円につき

ましては、国民健康保険制度等の普及啓蒙
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のため、パンフレット等の消耗品でござい

ます。 

 ３０８、３０９ページをお開き願いま

す。 

 ２款保険給付費でありますが、１項の療

養諸費１３億５,７７４万５,０００円、中

段の２項高額療養費２億２,１８０万４,０００

円につきましては、それぞれ過去の受診件

数、療養給付費等の実績を推計するととも

に、医療の高度化が進んでいることなども

勘案の上、計上してございます。 

 ３項移送費１５万円につきましては、移

動が困難な被保険者が、医師の指示によ

り、緊急的な必要性がある場合の移送に要

する経費であります。 

 ３１０、３１１ページをお開き願いま

す。 

 ４項出産育児諸費８５０万４,０００円に

つきましては、出産育児一時金８５０万円

について、過去の実績などから、１人当た

り５０万円で１７名分を見込み、計上して

ございます。 

 ５項葬祭諸費１２６万円につきまして

は、被保険者の死亡に伴い、その葬祭を行

った者に３万円を支給する経費として、過

去の実績により４２名分の葬祭費を見込ん

でございます。 

 ３１２、３１３ページをお開き願いま

す。 

 ３款国民健康保険事業費納付金につきま

しては、本町の医療費及び所得水準に基づ

き、北海道から示された納付金７億１,６８４万

４,０００円を計上してございます。 

 ３１４、３１５ページをお開き願いま

す。 

 ４款保健事業費、１項、１目保健衛生普

及費１,４７１万３,０００円につきまして

は、生活習慣病予防や健康増進などの健康

づくりに関する教室や講習会の開催及びが

ん検診、個別予防接種等などに係る経費で

ございます。 

 ２項特定健康診査等事業費２,０５８万円

につきましては、生活習慣病の重症化を防

ぐことを目的に、生活改善を指導するため

の健康診査、保健指導に係る経費でござい

ます。 

 ３１８、３１９ページをお開き願いま

す。 

 ５款基金積立金につきましては、国民健

康保険基金への積立てに要する経費で積立

利息分を計上してございます。 

 ３２０ページ以降の６款諸支出金、７款

予備費につきましては、前年度と変更はご

ざいません。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、２９０、２９１ページにお戻り願い

ます。 

 ２、歳入。 

 １款国民健康保険税は、総額４億６,７６３万

７,０００円でありますが、前年度と比べ、

被保険者数、世帯数の減に伴う均等割、平

等割が減額となっておりますけれども、令

和５年度における保険税の決算見込額から

それぞれの所得割の伸び率等を勘案の上、

営 業 所 得 及 び 農 業 所 得 な ど の 減 額 も

見込みまして、前年度対比２ ,５６５万

１,０００円の減額となってございます。 

 ２９２、２９３ページをお開き願いま

す。 

 ２款国庫支出金８万５,０００円は、出産

育児一時金の引上げ分について、１件当た

り５,０００円が補助されるもので、歳出で

見込んだ１７件分に対する額を計上してご

ざいます。 

 次のページをお開き願います。 

 ３款道支出金１６億４,７４０万円は、北

海道から交付される交付金で、保険給付費

に要する保険給付費等普通交付金１５億

８,９４６万３,０００円と予防健康づくり

に取り組む保険者に対する保険者努力支援

金及び特別調整交付金などの保険給付費等

特別交付金５,７９３万７,０００円を計上

してございます。 

 次のページをお開き願います。 
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 ４款財産収入７万４,０００円は、国民健

康保険基金の利子でございます。 

 次のページをお開き願います。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金２億

４,０１６万７,０００円につきましては、

低所得者の保険料軽減分の公費負担分など

としての保険基盤安定繰入金をはじめ、未

就学児に係る均等割額軽減分の公費負担

分、職員給与費など、また、産前産後保険

税減免相当分、出産育児一時金などに対す

る一般会計からの繰入金を計上してござい

ます。 

 ２項基金繰入金８,５４５万１,０００円

につきましては、国民健康保険事業費納付

金等の支払いのための財源不足を補塡する

ため、国民健康保険基金より繰り入れるも

のでございます。 

 ３００ページ以降の６款繰越金、７款諸

収入につきましては、前年度と大きな変更

はございません。 

 国民健康保険特別会計につきましては以

上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、続きまして、議案書の２１１

ページになります。 

 議案第３１号令和６年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明申し上

げます。 

 予算書につきましては、３３３ページを

お開き願います。 

 令和６年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ３億９,６２５万４,０００円と

定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 歳出から御説明申し上げますので、３４８

と３４９ページをお開き願います。 

 ３、歳出。 

 １款総務費、１項総務管理費１,６０９万

７,０００円の主なものにつきましては、職

員１名分の人件費と後期高齢電算システム

に要する費用及び保険証の交付等、町が実

施する事務に要する経費でございます。 

 その下、２項徴収費４０万４,０００円に

つきましては、保険料の徴収に係る経費で

ございます。 

 ３５０、３５１ページをお開き願いま

す。 

 ２款、１項後期高齢者医療広域連合納付

金３億７,９４４万３,０００円につきまし

ては、広域連合へ事務費分と保険料分につ

いて負担するものでございますが、被保険

者数の増により、前年度対比２,１７７万

１,０００円の増となってございます。 

 ３５２ページ以降の３款諸支出金、４款

予備費につきましては、前年度と変更はご

ざいません。 

 次に、歳入について御説明申し上げま

す。 

 ３４０、３４１ページにお戻り願いま

す。 

 ２、歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料２億７,５３８万

８,０００円につきましては、被保険者及び

所得割賦課対象者の増に伴い、前年度対比

１,５７８万３,０００円の増額を見込んで

ございます。 

 ３４２、３４３ページをお開き願いま

す。 

 ２款繰入金、１項、１目事務費繰入金

２,６０３万１,０００円につきましては、

広域連合への事務費負担金と職員１名分の

人件費及び事務費の繰入金でございます。 

 その下の２目保険基盤安定繰入金９,４５３万

１,０００円につきましては、保険料の低所

得者に対する政令本則の軽減分についての

繰入金でございます。 

 ３４４ページ以降の３款繰越金、４款諸

収入につきましては、前年度と変更はござ

いません。 

 以上、後期高齢者医療特別会計を御説明
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申し上げました。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩します。 

 再開は、１４時１５分とします。 

午後 １時５７分 休憩 

─────────────────── 

午後 ２時１５分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和６年度美幌町関連予算に

ついて説明を行います。 

 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案の２１２

ページになります。 

 議案第３２号令和６年度美幌町介護保険

特別会計予算について御説明を申し上げま

す。 

 予算書は３６３ページになります。 

 令和６年度美幌町の介護保険特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ２１億９,７９９万６,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明をさせていただきます。 

 歳出から御説明させていただきますの

で、３８８、３８９ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出。 

 １款総務費、１項総務管理費３,８３０万

６,０００円の主なものにつきましては、職

員４名分の人件費やシステム関連経費等で

ございます。前年比６０９万２,０００円の

増となってございますけれども、主な増額

理由といたしましては、介護報酬改定に伴

うシステム改修費２０４万６,０００円、電

算システム更新に伴う使用負担金７４０万

５,０００円となってございます。 

 下段の３項介護認定審査会費１,９２２万

９,０００円は、１目介護認定審査会費で、

介護認定審査会の運営経費と、次のペー

ジ、３９０、３９１ページになりますが、

そこの２目認定調査費の介護認定調査に係

る報酬及び訪問調査委託料の経費を計上し

てございます。 

 ３９２、３９３ページをお開き願いま

す。 

 ２款保険給付費、１項、１目居宅介護サ

ービス給付費１１億８２万９,０００円につ

きましては、訪問介護、訪問看護、通所介

護、ショートステイ等のほか、昨年町内に

開設した小規模多機能型居宅介護施設に係

る経費を、その下、２目施設介護サービス

給付費７億１,１５０万４,０００円につき

ましては、特別養護老人ホーム、介護老人

保健施設、介護医療院への入所に係る経費

を、その下、２項介護予防サービス等諸費

７,７８８万２,０００円につきましては、

要支援１から２の軽度認定者が利用する居

宅介護予防サービスに係る経費をそれぞれ

介護保険事業計画に基づき計上していると

ころでございます。 

 一番下の３項高額介護サービス等費

４,７６８万６,０００円につきましては、

自己負担の合計額が一定の額を超えた場合

に超えた分を払い戻す制度で、実績勘案

し、前年度より１１３万２,０００円の減額

の計上となってございます。 

 ３９４、３９５ページをお開き願いま

す。 

 ５項特定入所者介護サービス等費７,２９３万

５,０００円につきましては、低所得の利用

者に対する施設サービス利用等に係る保険

給付対象外の食費、居住費に対して、施設

の設定金額と所得段階ごとに設けられた負

担限度額との差額を給付する制度で、

実績見込みにより、前年度より３８６万

５,０００円を減額しているところでござい

ます。 

 ３９６、３９７ページをお開き願いま

す。 

 ３款地域支援事業費、１項、１目介護予

防・生活支援サービス事業費６,０７３万
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７,０００円につきましては、要支援１・２

及び事業対象者が利用する訪問介護、通所

介護、介護予防ケアマネジメント等の費用

となってございます。 

 ２目一般介護予防事業費１６６万円は、

生活習慣病の予防や介護予防、その他、健

康に関して助言指導、しゃきっとプラザ運

動施設を利用した健康づくりの推進に係る

経費となってございます。 

 ２項包括的支援事業費・任意事業費、１

目包括的支援事業費３,９５７万円の主なも

のは、地域包括支援センターの運営委託料

３,８０８万８,０００円となってございま

す。 

 ２目任意事業費１,８８５万９,０００円

につきましては、認知症高齢者の見守り事

業、成年後見制度利用支援事業、在宅高齢

者配食事業、シルバーハウジング事業等の

費用のほかに、介護保険事業所が作成する

居宅介護サービス計画の点検、指導を行う

ためのケアプラン点検業務委託料を計上し

てございます。 

 ４００ページ以降の４款基金積立金、５

款諸支出金、６款予備費につきましては、

前年度から大きな変更はございません。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、

３７０、３７１ページにお戻りをいただき

たいと思います。 

 ２、歳入。 

 １款保険料、１項介護保険料３億７,９４９万

２,０００円につきましては、令和６年度か

ら令和８年度までの第９期介護保険事業計

画に基づいて、３年間の介護保険事業量を

見込み、それに伴う第１号被保険者の保険

料２３％分として、普通徴収分、特別徴収

分を計上してございます。 

 ３７２、３７３ページをお開き願いま

す。 

 ２款分担金及び負担金、１項、１目認定

審査会負担金３２７万８,０００円は、美幌

地域３町介護認定審査会の経費を高齢者人

口及び審査件数等により、構成町でありま

す津別町が２３.５５％、大空町が２６％、

美幌町が５０.４５％に案分した額の津別

町、大空町からの負担金となってございま

す。 

 ３７４、３７５ページをお開き願いま

す。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金３億

６,８１６万３,０００円につきましては、

居宅介護サービス費２０％、施設介護サー

ビス費１５％の介護給付費に係る国庫負担

分でございます。 

 その下、２項国庫補助金、１目調整交付

金につきましては、高齢者の割合と所得水

準の格差を調整するための交付金で、給付

費総額の８.２％である１億６,５５３万

１,０００円を見込んでおります。 

 ２目地域支援事業交付金２ ,３９４万

６,０００円につきましては、介護予防・日

常生活支援総合事業に係る対象事業費の

２５％、包括的支援事業・任意事業に係る

対象事業費の３８.５％がそれぞれ交付され

るものでございます。 

 ３目保険者機能強化推進交付金、及び、

その下、４目介護保険保険者努力支援交付

金につきましては、高齢者の自立支援、重

度化防止に対する取組の支援として、それ

ぞれ平成３０年度及び令和２年度に創設さ

れた制度で、取組の評価指標により算出さ

れた点数により交付されているものでござ

います。 

 ３７６、３７７ページをお開き願いま

す。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付

金５億５,７９１万２,０００円につきまし

ては、介護給付費と地域支援事業に係る支

払基金が負担する２７％分交付金でござい

ます。 

 ３７８、３７９ページをお開き願いま

す。 

 ５款道支出金、１項道負担金２億８,７９１万

２,０００円につきましては、居宅介護サ

ービス費１２.５％、施設介護サービス費
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１７.５％の北海道の負担分でございます。 

 ２項道補助金、１目地域支援事業交付金

１,１９７万４,０００円につきましては、

介護予防・日常生活支援総合事業に係る対

象事業費の１２.５％、包括的支援事業・任

意事業に係る対象事業費の１９.２５％が交

付されるものでございます。 

 ３８２、３８３ページをお開き願いま

す。 

 ７款繰入金、１項、１目介護給付費繰入

金２億５,２３３万６,０００円につきまし

ては、介護給付費に対する１２.５％の町負

担分でございます。 

 その下、２目地域支援事業繰入金、１節

介護予防・日常生活支援総合事業繰入金

７７９万７,０００円は介護予防事業経費に

係る繰入れ、２節包括的支援事業・任意事

業繰入金３,１２０万１,０００円は、相談

支援や認知症高齢者の見守り、成年後見利

用支援等の経費に係る繰入れでございま

す。 

 ３目低所得者保険料軽減繰入金２,３４２万

１,０００円につきましては、第１号被保険

者の第１段階から第３段階の軽減分につい

て、一般会計で収入される２分の１の国負

担金と４分の１の北海道負担金に町の負担

分４分の１を加えたものでございます。 

 ４目その他一般会計繰入金５,４７１万円

につきましては、職員４名分の人件費及び

事務費の繰入れでございます。 

 ２項基金繰入金２,６１２万円につきまし

ては、歳出の不足分を介護保険基金から繰

入れするものでございます。 

 ３８４ページ以降につきましては、前年

度と大きな変更はございません。 

 以上、令和６年度介護保険特別会計予算

について御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の２１３

ページでございます。 

 議案第３３号令和６年度美幌町水道事業

会計予算について御説明いたします。 

 別冊の予算書４１５ページをお開き願い

ます。 

 第１条、令和６年度美幌町の水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条の業務の予定量は、給水戸数を

８,３９０戸、年間総給水量を１８５万

２,０００立方メートル、１日平均給水量を

５,０７３立方メートルとし、主要な建設事

業をそれぞれ記載のとおり定めるもので、

詳細は後ほど資本的収入及び支出で御説明

申し上げます。 

 第３条の収益的収入及び支出の予定額

は、水道事業収益の総額を５億２６０万

円、水道事業費用の総額を４億９,３９３万

４,０００円と定めるものであります。 

 なお、収入及び支出の内容につきまして

は、予算実施計画書及び説明書で御説明申

し上げます。 

 次に、４１６、４１７ページをお開き願

います。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額

は、資本的収入の総額を４億９,７５１万円

に、資本的支出の総額を７億６,８０４万

２,０００円とし、資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額２億７ ,０５３万

２,０００円は、過年度分損益勘定留保資金

で補塡するものであります。 

 なお、収入、支出の内容につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明申し上

げます。 

 第５条の企業債につきましては、水道施

設整備事業、限度額１億９,２３０万円、そ

の下、水道管路整備事業、限度額１億

６,４００万円、その下、水道施設等耐震化

事業浄水施設、限度額８８０万円、その

下、水道施設等耐震化事業配水施設、限度

額６,１２０万円と定め、いずれも充当率は

１００％で、起債の方法、利率、償還の方

法は記載のとおりでございます。事業の内

容につきましては、後ほど資本的支出及び

工事参考資料で御説明申し上げます。 
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 第６条の一時借入金は、一時借入金の限

度額を１億円と定めるものであります。 

 第７条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費として、職員給与費

を５,５１０万９,０００円と定めるもので

あります。 

 第８条のたな卸資産購入限度額は、 

３,０７８万５,０００円と定めるものであ

ります。 

 次に、４１８、４１９ページをお開き願

います。 

 収益的収入でございます。 

 １款、１項、１目給水収益４億８６２万

円は、令和５年度の決算見込みを踏まえ、

増額の計上となっております。 

 その下、４目その他の営業収益の５節雑

収益の中の下水道使用料賦課徴収受託料

２,１８３万７,０００円は、下水道使用料

の賦課徴収業務費用を公共下水道事業会計

から受けるもので、下水道使用料調定件数

割合で求めた４８.４８％で算出したもので

あります。 

 ２項営業外収益の中の２目長期前受金戻

入５,６１９万４,０００円は、固定資産の

取得、改良の際に交付された補助金等を収

益化した額を計上しております。 

 次に、４２０、４２１ページをお開き願

います。 

 収益的支出でございます。 

 １款、１項、１目原水及び浄水費９,６５４万

５,０００円は、水源池及び浄水場に係る維

持管理経費を計上しております。 

 中段の１６節委託料の日並浄水場運転管

理等業務委託料４,４２２万円は、平成２６

年度から委託しております管理委託業務

で、令和４年度から令和６年度まで３か年

の長期継続契約により委託しております。 

 次に、４２２、４２３ページをお開き願

います。 

 ２目配水及び給水費７,３０２万２,０００

円は、職員１名の人件費と、田中配水池と

８か所の加圧ポンプ所及び配水管路の維持

管理経費を計上しております。 

 ２５節材料費の量水器取替用材料費２,２８３万

４,０００円は、量水器取替え１,１９１個

分を計上しております。 

 次に、４２４、４２５ページをお開き願

います。 

 ３目業務費４,０４８万５,０００円は、

水道料金の賦課徴収等に関わる営業担当職

員４名分と会計年度任用職員１名分の人件

費、検針の経費、電算事務経費などを計上

しております。 

 次に、４２６、４２７ページをお開き願

います。 

 ４目総係費１,５６３万８,０００円は、

上下水道課長の人件費と建設部長の２か月

分の人件費相当分を給与費負担金として計

上しております。 

 下段の５目減価償却費及び６目資産減耗

費については、それぞれ所要額を計上して

おります。 

 次に、４３０、４３１ページをお開き願

います。 

 資本的収入でございます。 

 １款、１項、１目企業債４億２,６３０万

円は、第５条、企業債で御説明させていた

だきました。工事内容については、後ほど

工事参考資料で説明させていただきます。 

 その下、２項、１目国庫補助金１,９７２万

５,０００円は、日並浄水場施設の浄水池耐

震補強実施設計、高区配水池耐震補強工事

で、補助率４分の１の国の生活基盤施設耐

震化等交付金を活用して実施しようとする

ものであります。 

 その下、３項、１目工事負担金２,５５０

万円は、一般国道３９号端野高野道路整備

に伴い、移転が必要となる高野第一加圧ポ

ンプ所の移設のための実施設計等に係る費

用を国から負担金として受け入れるもので

ございます。 

 その下、４項、１目出資金、一般会計出

資金１,４７０万円は、日並浄水施設の浄水

池耐震補強実施設計、高区配水池耐震補強
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工事の補助金などを差し引いた残りの額の

４分の１を総務省通知の繰出基準に基づき

一般会計から繰り入れるものであります。 

 次に、４３２、４３３ページをお開き願

います。 

 資本的支出でございます。 

 １款、１項、１目浄水配水設備費５億

１,４４３万９,０００円は、施設担当職員

２名分の人件費を含む水道管路整備及び水

道施設整備に係る経費を計上しているもの

であります。 

 このページの中ほど、１６節委託料、水

道施設整備事業、高野第一加圧ポンプ所移

設実施設計委託料２,５５０万円につきまし

ては、資本的収入で御説明いたしました高

野第一加圧ポンプ所の移設に係る実施設計

委託料で、令和７年度以降に移設工事を行

うため、今年度実施設計を行うものでござ

います。 

 その下、３８節工事請負費４億４,００８万

６,０００円につきましては、後ほど工事関

係参考資料で御説明申し上げます。 

 ２項、１目企業債償還金２億４,８０３万

１,０００円は、財務省、地方公共団体金融

機構、市中銀行から借り入れた企業債の償

還元金であります。 

 続きまして、予算工事関係参考資料につ

いて御説明いたしますので、令和６年度予

算工事関係参考資料の８ページをお開き願

います。 

 水道施設整備事業（日並浄水場）であり

ます。 

 水道施設の故障は、水処理及び給水に多

大な影響を与えるため、定期点検や維持管

理で施設機能の延命を図りながら、耐用年

数を考慮し、計画的に施設更新を進めるも

のでございます。また、地震等の災害が発

生した場合でも、住民生活に必要な水を継

続的に供給するため、水道施設の耐震化事

業を実施するものでございます。 

 図面番号①は、ろ過池設備（Ｎｏ.１）の

更新でございます。 

 工事概要は、昭和４８年に設置した機械

設備の更新工事であり、ハーデンジ、ろ過

砂を洗浄する装置、機械設備一式を更新す

るものであります。 

 工事期間は、令和５年度から令和６年度

までの債務負担行為で発注しており、令和

６年度は２年目となり、事業費は１億５,３００

万円を予定しております。１年目に資材の

発注、及び、２年目は工事の実施を予定し

ております。 

 図面番号②は、２系（配水池）残留塩素

計更新でございます。 

 平成１４年に設置、水道法に基づく水質

を管理しており、老朽化に伴い更新するも

ので、事業費は２９０万円を予定しており

ます。 

 図面番号③は、沈殿池濁度計更新でござ

います。 

 沈殿池の水質を管理する濁度計は、平成

１８年に設置しており、老朽化に伴い更新

するもので、事業費は５１０万円を予定し

ております。 

 図面番号④は、原水濁度計更新でござい

ます。 

 原水の水質を管理する濁度計は、平成

２０年に設置しており、老朽化に伴い更新

するもので、事業費は５１０万円を予定し

ております。 

 図面番号⑤は、場内給水ポンプ更新でご

ざいます。 

 場内の手洗い、トイレ、水質検査等で使

用している水を供給するための給水ポンプ

で、平成１０年に設置しており、老朽化に

伴い更新するもので、事業費は３８０万円

を予定しております。 

 財源内訳は企業債、充当率は１００％で

ございます。 

 続きまして、９ページを御覧ください。 

 水道施設整備事業（ポンプ所・流量計

室）であります。 

 図面番号①は、高区配水池の耐震補強工

事であります。 
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 工事概要ですが、高区配水池はコンクリ

ート構造となっており、側面、床面にコン

クリートを増し厚し、耐震補強を行うもの

であります。 

 事業費は、本体工事の７,３７０万円と附

帯工事の１,９８０万円を合わせて９,３５０

万円を予定しております。本体工事は、国

の防災・安全交付金で行うもので、補助率

は４分の１でございます。残りは、企業

債、出資債、一般財源でございます。 

 次に、図面番号②から⑦までは、遠隔監

視用通信装置を更新する工事で、各施設ご

との運転状況を監視するものであります。 

 事業費は３,５４０万円を予定しておりま

す。財源内訳は企業債、充当率は１００％

でございます。 

 続きまして、１０ページを御覧くださ

い。 

 水道管路整備事業でございます。 

 老朽化している水道管路について、計画

的な布設替えを実施することにより、水道

管網を整備し、安心・安全な給水の継続を

図るものでございます。 

 図面番号①は、町道第２１３・２４３

号、地区は栄町２丁目、レジデンス宮田様

横の南北の路線とタナカハイム様前からサ

ツドラ美幌栄町店様に抜ける東西の路線

で、管網整備のため、配水管を新設するも

のでございます。 

 管種はポリエチレン管、管径５０ミリメ

ートル、延長１６０メートル、事業費は

１,１８０万円を予定しております。 

 図面番号②は、町道第２１４号、地区は

栄町１丁目、２丁目、わかば公園前の東西

の路線で、道路整備計画に合わせて配水管

の布設替えを行うものでございます。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径１００ミ

リメートル、延長１８０メートル、事業費

は１,６００万円を予定しております。 

 図面番号③は、町道第８号、東雲通、地

区は青山北、東雲橋から国道２４０号交差

点まで南北の路線で、昨年に引き続き、道

路整備計画に合わせて配水管の布設替えを

行うものでございます。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径１５０ミ

リメートル、延長３６０メートル、事業費

は４,２００万円を予定しております。 

 図面番号④は、町道第１２０号、地区は

稲美、木村様側から菅原様までの東西の路

線で、老朽化に伴う布設替えを行うもので

ございます。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径２５０ミ

リメートル、延長４８０メートル、事業費

は６,０００万円を予定しております。 

 図面番号⑤は、道道嘉多山線、地区は美

禽、ＪＲ石北線の踏切を渡って、大カーブ

の区間で、北海道が整備する道路工事に伴

い、支障となる水道管の移設工事を行うも

のでございます。 

 管種はダクタイル鋳鉄管、管径７５ミリ

メートル、延長２４０メートル、事業費は

１,３４８万６,０００円を予定しておりま

す。 

 図面番号⑥は、町道第４１３号、地区は

稲美、旭団地から栄通までの南北の路線

で、道路整備計画に合わせて配水管の布設

替えを行うものでございます。 

 管種はポリエチレン管、管径５０ミリメ

ートル、延長１０３メートル、事業費は

６００万円を予定しております。 

 図面番号⑦、国道３９号線、地区は高

野、安海様宅付近、北海道開発局が整備す

る高規格道路端野高野線の道路整備に伴

い、支障となる水道管の仮設工事を行うも

のでございます。 

 管種はポリエチレン管、管径５０ミリメ

ートル、延長２３０メートル、工事費は

５００万円を予定しております。 

 水道配水管整備の財源内訳は企業債、充

当率は１００％でございます。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、議案の２１４ページでござ

います。 
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 議案第３４号令和６年度美幌町公共下水

道事業会計予算について御説明いたしま

す。 

 別冊の予算書４４７ページをお開き願い

ます。 

 第１条、令和６年度美幌町の公共下水道

事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第２条、業務の予定量は、排水戸数を

７,８９４戸、年間総処理水量を１４４万

５,０００立方メートル、１日平均処理水量

を３,９５８立方メートルとし、主要な建設

事業をそれぞれ記載のとおり定めるもの

で、詳細は後ほど資本的収入及び支出で御

説明申し上げます。 

 第３条の収益的収入及び支出の予定額

は、公共下水道事業収益の総額を８億１,４９０万

３,０００円、公共下水道事業費用の総額を

８億６,２５４万円と定めるものでありま

す。 

 なお、収入及び支出の内容につきまして

は、予算実施計画書及び説明書で御説明申

し上げます。 

 次に、４４８、４４９ページをお開き願

います。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額

は、資本的収入の総額を５億４,７３２万

５,０００円に、資本的支出の総額を７億

２,２５９万２,０００円とし、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額１億

７,５２６万７,０００円は、過年度分損益

勘定留保資金１,８７３万円、当年度分損益

勘定留保資金１億５,６５３万７,０００円

で補塡するものであります。 

 なお、収入、支出の内訳につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明申し上

げます。 

 第５条の企業債につきましては、公共下

水道事業、限度額１億５,７４０万円で、充

当率は１００％であります。事業の内容に

つきましては、後ほど資本的支出及び工事

参考資料で御説明申し上げます。 

 その下、下水道資本費平準化債の限度額

１,２２０万円は、施設整備に投資した起債

償還額を耐用年数に沿って平準化し、単年

度の負担軽減を図る目的で借入れするもの

でございます。 

 その下、公共下水道特別措置分の限度額

１,２５０万円は、平成１９年度に繰出基準

見直しで交付税措置される事業費補正が元

利償還金の７０％から６０％に減額された

ことに伴い、その差の分が特別措置分とし

て起債発行が認められているものでござい

ます。 

 起債限度額の合計は１億８,２１０万円

で、起債の方法、利率、償還の方法は記載

のとおりでございます。 

 第６条の一時借入金は、一時借入金の限

度額を３億円と定めるものであります。 

 第７条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費として、職員給与費

を１,５１７万円と定めるものであります。 

 第８条の一般会計から補助を受ける金額

は、記載のとおりでございます。 

 第９条のたな卸資産購入限度額は、２１０万

１,０００円と定めるものであります。 

 次に、４５０、４５１ページをお開き願

います。 

 収益的収入であります。 

 １款、１項、１目下水道使用料３億６,４００

万円は、令和５年度の決算見込みを踏ま

え、減額の計上となっております。 

 その下、２目負担金、他会計負担金のう

ち、し尿処理等一般会計負担金３,２０９万

５,０００円は、し尿等を下水終末処理場で

受け入れていることから、処理経費を一般

会計に求めるものであります。 

 その下、個別排水処理事業会計負担金

１４８万２,０００円は、個別排水処理事業

会計の事務を下水道事業で行っていること

から、人件費の４０％相当分の負担を求め

るものであります。 

 その下、４目国庫補助金３,４７０万円で

ありますが、下水道管渠点検調査業務及び
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処理場耐震診断業務に係る補助金で、補助

率は５０％であります。 

 その下、２項、１目他会計補助金２億

１,６２４万６,０００円は、減価償却等に

係るもので、総務省通知の繰出基準に基づ

き一般会計から受け入れるものでありま

す。 

 その下、２目長期前受金戻入１億６,６０３万

５,０００円は、固定資産の取得、改良に交

付された補助金等を収益化した額を計上し

ております。 

 次に、４５２、４５３ページをお開き願

います。 

 収益的支出でございます。 

 １款、１項、１目管渠費４ ,７０２万

６,０００円は、公共下水道管渠の維持管理

経費を計上しております。 

 中段の１６節委託料の管渠清掃委託料

７８０万円は、仲町ほか３地区の汚水管

８,０００メートルの清掃を予定しておりま

す。 

 その下、下水道管渠点検調査業務委託料

２,０００万円は、下水道ストックマネジメ

ント計画に基づき、管渠を年次的に更新し

ていくためのカメラによる点検調査業務

で、老朽化による管渠約２８キロメート

ル、マンホール８１０か所の調査を行うも

のであります。 

 次に、４５４、４５５ページをお開き願

います。 

 ２目処理場費３億５,５９６万６,０００

円は、処理場施設の運転及び維持管理経費

を計上しております。 

 １６節委託料、下水終末処理場維持管理

業務委託料１億７,０９４万円は、処理場の

維持管理業務の委託費用であり、令和４年

度から令和６年度まで３か年の長期継続契

約により実施しております。 

 その三つ下、耐震診断業務委託料４,９４０

万円は、濃縮タンク及び１系水処理棟沈殿

池の耐震診断に係る経費であります。 

 １９節修繕費４,７４７万円は、処理場の

機器類の修繕で、令和６年度は、２１の機

器のオーバーホールなどを行うものであり

ます。 

 ２３節動力費４,９６８万３,０００円

は、処理場と５か所のマンホールポンプ場

で使用する電気料であります。 

 ３目業務費、１６節委託料、下水道使用

料賦課徴収委託料２,１８３万７,０００円

は、下水道使用料の賦課徴収業務を水道事

業に委託しておりますので、その事務経費

を水道事業会計に支払うものであります。 

 次に、４５６、４５７ページをお開き願

います。 

 ４目総係費１,０８７万２,０００円は、

職員１名分の人件費及び事務経費を計上し

ております。 

 下段、５目減価償却費及び６目資産減耗

費については、それぞれ所要額を計上して

おります。 

 次に、４５８、４５９ページをお開き願

います。 

 ２項営業外費用、１目支払利息及び企業

債取扱諸費については、企業債償還利息

２,５０４万３,０００円を含む利息額を計

上しております。 

 次に、４６０、４６１ページをお開き願

います。 

 資本的収入でございます。 

 １款、１項、１目企業債１億８,２１０万

円は、第５条、企業債で御説明させていた

だきました。工事内容については、後ほど

工事参考資料で説明させていただきます。 

 その下、２項、１目国庫補助金１億６,５４０

万円でありますが、この内訳につきまして

は、工事監理や実施設計、価格調査などの

業務委託及び支障物移転に係る補助金が補

助率５０％で１,４９０万円、終末処理場中

央監視設備更新工事に係る補助金が補助率

５５％で１億２,６５０万円、下水道ストッ

クマネジメント計画管渠更新工事に係る補

助金が補助率５０％で２,４００万円、合わ

せて１億６,５４０万円を見込んでおりま
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す。 

 その下、２目他会計補助金１億９,９１８万

１,０００円につきましては、建設改良事業

に係る財源不足分を一般会計から受入れす

るものでございます。 

 その下、３項、１目受益者負担金は、新

たに下水道区域になった際に５年間の分割

で納付していただくもので、現在納付中の

５件に加え、新規分が１件で３０万４,０００

円を計上しております。 

 その下、４項、１目長期貸付金償還金

は、水洗便所改造等資金貸付金２件分の銀

行への預託金戻入分でございます。 

 次に、４６２、４６３ページをお開き願

います。 

 資本的支出でございます。 

 １款、１項、１目公共下水道建設事業費

３億３,６０４万５,０００円は、施設担当

職員２名分の人件費を含む下水道施設の整

備及び管渠などの更新に係る経費を計上し

ているものであります。 

 中ほど、１６節委託料、上から５行目の

下水終末処理場汚泥処理施設消化槽更新実

施設計委託料１,３４０万円は、令和７年度

以降に予定している汚泥処理施設更新の実

施設計を行うものでございます。 

 ３８節工事請負費の管渠整備事業６,３００

万円は、公共汚水桝設置工事１０か所分、

６００万円と下水道ストックマネジメント

計画管渠更新工事の５,７００万円を計上し

ております。 

 その下、下水終末処理場整備事業２億

９,３００万円は、令和５年度から２か年で

実施しております終末処理場中央監視設備

更新工事の令和６年度実施分であります。

工事の内容につきましては、後ほど予算工

事関係参考資料で御説明申し上げます。 

 ２項、１目企業債償還金３億８,４７０万

７,０００円は、財務省、地方公共団体金融

機構、市中銀行から借り入れた企業債の償

還元金であります。 

 ３項、１目長期貸付金３４万円は、水洗

便所改造等資金貸付けを銀行で行い、貸付

額の３分の１を預託金として銀行に預ける

ための費用で、新規２件分を計上しており

ます。 

 続きまして、予算工事関係参考資料につ

いて御説明いたしますので、令和６年度予

算工事関係参考資料の１１ページをお開き

ください。 

 公共下水道建設事業（管渠）、補助事業

であります。 

 管渠の劣化診断により、改築が必要と判

断された路線の管渠更新工事で、ストック

マネジメント計画に基づき布設替えを実施

するものでございます。 

 工事名は、下水道ストックマネジメント

計画管渠更新工事、工事箇所は①から④ま

での町内一円、管渠延長２９３.９１メート

ル、事業費４,８００万円を予定しておりま

す。 

 工事箇所別の概要については、図面番号

①、私道、地区は美芳、メッセカラー映像

システム様交差点から南北の路線、管径

２００ミリメートル、延長３４.７３メート

ルの布設替えを予定しております。 

 図面番号②、町道第５１２号、地区は美

芳、広瀬様宅前から近藤様宅前まで南北の

路線、管径２００ミリメートル、延長５２.０６

メートルの布設替えを予定しております。 

 図面番号③、町道第９号幸通、地区は日

の出２丁目、高木様宅前から岡久設計様前

までの南北の路線、管径２００ミリメート

ル、延長６５.２１メートルの布設替えを予

定しております。 

 図面番号④、町道第１１７号、地区は日

の出１丁目、２丁目、パチンコひまわり様

の南北の路線、管径２００ミリメートル、

延長１４１.９１メートルの布設替えを予定

しております。 

 これらの整備は、社会資本整備総合交付

金で行うもので、補助率は２分の１でござ

います。残りは企業債、充当率は１００％

でございます。 
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 続きまして、１２ページを御覧くださ

い。 

 公共下水道建設事業（管渠）、単独事業

でございます。 

 工事名は、下水道ストックマネジメント

計画管渠更新工事の単独事業分でありま

す。 

 管渠延長５０.２６メートル、事業費９００

万円を予定しております。 

 工事箇所別の概要については、図面番号

①、地区は美芳、パチンコＤＡＩＧＯＲＯ 

Ｚ様駐車場横の南北の路線、管径２００ミ

リメートル、延長２９.３８メートルの布設

替えを予定しております。 

 図面番号②、地区は日の出１丁目、猪本

製作所様横の南北の路線、管径２００ミリ

メートル、延長２０.８８メートルの布設替

えを予定しております。 

 続きまして、１３ページを御覧くださ

い。 

 公共下水道建設事業（処理場）でござい

ます。 

 昭和４８年の下水道整備着手から５０年

が経過し、施設の老朽化が進んでいること

から、長寿命化対策として、ストックマネ

ジメント計画に基づき、施設の更新事業を

実施するものであります。 

 一般平面図、赤枠で囲った箇所は、終末

処理場管理本館内になります。 

 工事名は、終末処理場中央監視設備更新

工事、債務負担行為の２年目、事業費は

２億３,０００万円を予定しております。 

 工事概要の主なものとしましては、ロガ

ー、監視装置、シーケンスコントローラ

ー、計装盤、ＩＴＶ監視システム等の更新

でございます。 

 この整備は、社会資本整備総合交付金で

行うもので、補助率は１０分の５.５でござ

います。残りは企業債、充当率は１００％

でございます。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩します。 

 再開は、１５時２５分とします。 

午後 ３時１５分 休憩 

─────────────────── 

午後 ３時２５分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和６年度美幌町関連予算に

ついて説明を行います。 

 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の２１５

ページでございます。 

 議案第３５号令和６年度美幌町個別排水

処理事業会計予算について御説明いたしま

す。 

 別冊の予算書４７７ページをお開き願い

ます。 

 第１条、令和６年度美幌町の個別排水処

理事業会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 第２条の業務の予定量は、設置戸数を

３５９戸、主要な建設事業を記載のとおり

定めるもので、詳細は後ほど資本的収入及

び支出で御説明申し上げます。 

 第３条の収益的収入及び支出の予定額

は、個別排水処理事業収益の総額を８,３０５万

９,０００円、個別排水処理事業費用の総額

を８,３０５万９,０００円と定めるもので

あります。 

 なお、収入及び支出の内容につきまして

は、予算実施計画書及び説明書で御説明申

し上げます。 

 次に、４７８、４７９ページをお開き願

います。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額

は、資本的収入の総額を４,９１９万６,０００

円に、資本的支出の総額を７,７４９万円と

し、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額２ ,８２９万４ ,０００円は、

過年度分損益勘定留保資金１ ,４３１万

８,０００円、当年度分損益勘定留保資金

１,３９７万６,０００円で補塡するもので
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あります。 

 なお、収入、支出の内容につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明申し上

げます。 

 第５条の企業債につきましては、個別排

水処理施設整備事業の限度額を４,１５０万

円と定めるもので、今年度は１０戸の設置

を予定しております。下水道債と辺地債及

び過疎債を併用いたします。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法は

記載のとおりでございます。 

 第６条の一時借入金は、一時借入金の限

度額を５,０００万円と定めるものでありま

す。 

 次のページ、第７条、一般会計から補助

を受ける金額は、記載のとおりでありま

す。 

 次に、４８０、４８１ページをお開き願

います。 

 収益的収入でございます。 

 １款、１項、１目個別排水処理施設使用

料２,５６２万６,０００円は、令和５年度

までに設置しました戸数に令和６年度に設

置を予定している１０戸分を含めた使用料

であります。 

 その下、２項、１目他会計補助金５,６１１万

５,０００円は、減価償却費等に係るもの

で、総務省通知の繰出基準に基づき一般会

計から受け入れるものであります。 

 その下、２目長期前受金戻入１３０万

７,０００円は、対象資産の取得、改良に交

付された補助金等を収益化した額を計上し

ております。 

 次に、４８２、４８３ページをお開き願

います。 

 収益的支出でございます。 

 １款、１項、１目浄化槽費４,３１９万

２,０００円は、個別排水浄化槽の維持管理

経費を計上しております。 

 上段、１６節委託料、保守点検委託料

９８２万７,０００円は、浄化槽法による年

３回の保守点検委託料であります。 

 その下、清掃業務委託料１ ,９２５万

９,０００円は、浄化槽内の汚泥くみ取り、

洗浄を行うものでございます。 

 １７節手数料６４４万２,０００円は、浄

化槽法による水質検査手数料と汚泥処理手

数料であります。 

 １９節修繕費７５６万円は、浄化槽ブロ

アー管、ポンプなどの修繕を行う費用を計

上しています。 

 ２目業務費は、使用料賦課徴収に係る経

費を計上しております。 

 ３目、３０節負担金のうち、公共下水道

事業会計負担金１４８万３,０００円は、個

別排水事務を行う職員の人件費４０％相当

分を公共下水道事業会計に支払うものでご

ざいます。 

 その下、水道事業会計負担金５０万円

は、上下水道課長の人件費５％相当額を水

道事業会計に支払うものでございます。 

 下段、４目減価償却費については所要額

を計上しております。 

 次に、４８４、４８５ページをお開き願

います。 

 ２項営業外費用、１目支払利息及び企業

債取扱諸費については、企業債償還利息

６１６万３,０００円を計上しております。 

 次に、４８６、４８７ページをお開き願

います。 

 資本的収入でございます。 

 １款、１項、１目企業債４,１５０万円

は、第５条、企業債で御説明いたしました

ので省略させていただきます。 

 その下、２項、１目他会計補助金５４９万

３,０００円につきましては、建設改良事業

に係る財源不足分を一般会計から受入れす

るものでございます。 

 その下、３項、１目受益者負担金、個別

排水処理施設受益者分担金１９０万３,０００

円は、今年度予定しております１０戸分の

受益者分担金であります。 

 その下、４項、１目長期貸付金償還金

は、水洗便所改造等資金貸付金１件分の銀
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行への預託金戻入分でございます。 

 次に、４８８、４８９ページをお開き願

います。 

 資本的支出でございます。 

 １款、１項、１目個別排水処理施設建設

事業費４,３７１万円は、個別排水浄化槽設

置工事費用で、本年度は５人槽４戸、７人

槽４戸、１０人槽２戸の計１０戸分を予定

しております。 

 その下、２項、１目企業債償還金３,３４８万円

は、財務省、地方公共団体金融機構、市中

銀行から借り入れた企業債の償還元金であ

ります。 

 ３項、１目長期貸付金３０万円は、水洗

便所改造等資金貸付けを銀行で行い、貸付

額の３分の１を預託金として銀行に預ける

ための費用で、新規１件分、既貸付分１件

を計上しております。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議 案 書 は

２１６ページでございます。 

 議案第３６号令和６年度美幌町病院事業

会計予算について御説明を申し上げます。 

 予算書の５０１ページを御覧ください。 

 総則。 

 第１条、令和６年度美幌町の病院事業会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条の業務の予定量につきましては、

年間患者数の入院を２万３,７９７人に、外

来を７万７,５１７人に、１日平均患者数

は、入院を６５人に、外来を３１９人と

し、主要な建設改良事業の病室エアコン設

置工事に３１８万５,０００円、医療用空気

除湿除菌装置更新工事に１,３４２万円、診

療用医療備品購入を１億２,７８８万８,０００

円とするものであります。 

 第３条の収益的収入及び支出の予定額に

つきましては、病院事業収益の総額を２１億

３,５０８万９,０００円に、病院事業費用

の総額を２２億４,１９３万８,０００円と

するものであります。 

 なお、収入及び支出の内容につきまして

は、後ほど実施計画書及び説明書で御説明

を申し上げます。 

 次に、５０２、５０３ページを御覧くだ

さい。 

 第４条の資本的収入・支出の予定額につ

きましては、資本的収入の総額を２億３,６０１万

４,０００円に、資本的支出の総額を３億

８４８万６,０００円とし、資本的収入が資

本的支出に対し不足する額７ ,２４７万

２,０００円は、過年度分損益勘定留保資金

で補塡するものであります。 

 資本的収入及び支出の内容につきまして

は、後ほど実施計画書及び説明書で御説明

申し上げます。 

 第５条の企業債につきましては、起債の

目的を医療機器更新等事業、起債の限度額

を１億２,７８０万円とし、起債の方法、利

率及び償還の方法は、それぞれ記載のとお

り定めるものであります。 

 この起債につきましては、病院事業債借

入れは元利償還額の２５％、過疎債の借入

れにつきましては元利償還額の７０％が交

付税措置されるものであります。 

 第６条の一時借入金につきましては、一

時借入金の限度額を４億円に定めるもので

あります。 

 第７条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費につきましては、職

員給与費を１２億２,０６３万１,０００

円、交際費を３０万円とするものでありま

す。 

 第８条の他会計からの補助金につきまし

ては、一般会計から受ける補助金は、公営

企業会計に対するルール分として、それぞ

れ記載の３項目について定めるものとし、

国保会計から受ける直診施設健康管理事業

補助金は、病院が実施する健康管理事業に

対する補助金を定めるものであります。 

 第９条のたな卸資産購入限度額につきま

しては、２億３,４９０万円と定めるもので
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あります。 

 第１０条の重要な資産の取得につきまし

ては、予定価格が７００万円を超える医療

機器の購入分として、プラズマ滅菌機一

式、全自動錠剤分包機一式、以降、白内障

手術に係る機器として、白内障手術装置一

式、眼科手術顕微鏡一式、眼科手術３Ｄビ

ジュアルシステム一式を定めるものであり

ます。 

 次に、５０４、５０５ページを御覧くだ

さい。 

 予算実施計画書及び説明書の収益的収入

について御説明いたします。 

 初めに、１款病院事業収益、１項医業収

益であります。 

 １目の入院収益、同じく２目の外来収益

は、常勤医師８名体制の下、令和５年度の

診療単価等の実績と今後の見込みを踏まえ

た収益の計上を行い、年間患者数及び１日

１人当たりの収益の額の見込みにつきまし

ては、それぞれ記載のとおりでございま

す。 

 ３目その他医業収益の公衆衛生活動収

益、その下の医療相談収益、その下、受託

検査施設利用収益は、令和５年度の実績等

を踏まえた所要額をそれぞれ計上するもの

であります。 

 下から二つ目の一般会計負担金は、公営

企業会計に対するルール分の繰入れとし

て、救急医療の確保に要する経費は交付税

措置額相当分を、小児救急に要する経費に

つきましては特別交付税の基準額から算出

した額を計上するものであります。 

 一番下のその他医業収益につきまして

は、それぞれ記載のとおり、令和５年度の

実績等を踏まえた所要額を計上するもので

あります。 

 次に、５０６、５０７ページを御覧くだ

さい。 

 １款、２項医業外収益であります。 

 １目の受取利息配当金は、預金等利息の

計上を、２目他会計補助金の一般会計補助

金は、一般会計からのルール分の繰入れと

して、それぞれ記載の３項目を計上し、国

保会計補助金は、病院が実施する健康管理

事業に対する補助金を計上するものであり

ます。 

 ３目他会計負担金の一般会計負担金は、

一般会計補助金と同様に、一般会計からの

ルール分の繰入れとして、それぞれ基準と

なる額について計上し、そのうち、不採算

地区病院の運営に要する経費につきまして

は、１億５,５１２万３,０００円を計上す

るものであります。 

 ４目患者外給食収益、５目長期前受金戻

入、６目その他医業外収益につきまして

は、いずれも令和５年度の実績を踏まえ、

それぞれ記載の額を計上するものでありま

す。 

 次に、５０８、５０９ページを御覧くだ

さい。 

 収益的支出について御説明いたします。 

 １款病院事業費用、１項医業費用になり

ます。 

 １目給与費の給料につきましては、正職

員は、常勤医師８名分をはじめとする医療

従事者及び事務職の計９７名分と、フルタ

イムの会計年度任用職員３９名分を計上す

るものであります。 

 手当等につきましては、正職員と全ての

会計年度任用職員の期末・勤勉手当をはじ

め、それぞれ記載の手当について計上する

ものであります。 

 賞与引当金繰入額につきましては、翌年

度の６月手当支給に係る引当金相当額を計

上するものであります。 

 報酬の１億５,０７６万１,０００円のう

ち、臨時医師報酬１億１,７７０万８,０００

円は、眼科、泌尿器科、内科、小児科、麻

酔科診療の非常勤医師及び週末の日当直に

従事する非常勤医師の報酬を計上し、会計

年度任用職員の３,３０５万３,０００円

は、パートタイムの会計年度任用職員１６

名分の報酬を計上するものであります。 
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 法定福利費は、職員共済費や社会保険料

等につきまして、記載のとおり計上するも

のであります。 

 次に、５１０、５１１ページを御覧くだ

さい。 

 ２目材料費のうち、上段の薬品費、診療

材料費、一つ飛んで医療消耗備品費は、令

和５年度の実績等に基づく所要額を見込

み、計上するものであります。 

 上から３項目め、給食材料費につきまし

ては、入院患者様に地元の食材や特産品を

使用した入院食を楽しんでいただくため、

年４回分の材料費として１０万円を計上す

るものであります。 

 ３目経費のうち、旅費交通費２,１４３万

６,０００円のうち、普通旅費の２,０９８万

５,０００円は、非常勤医師の出張旅費に係

る費用弁償として２,００５万２,０００円

を、会議の出席旅費、医師確保に係る旅

費、パートタイム会計年度任用職員の通勤

手当として９３万３,０００円を計上し、特

別旅費の４５万１,０００円は、本年４月着

任の脳神経外科医の赴任旅費を計上するも

のであります。 

 その下、職員被服費及び消耗品費は、診

療に必要となる消耗品類などを、その下、

消耗備品費２２４万３,０００円は、遠隔医

療として、医師と患者間において情報通信

機器を用いた診療及び診断、処方等をリア

ルタイムに行うオンライン診療を実施する

ため、タブレット端末４台の購入費として

３２万円を含め、計上しております。 

 その下、光熱水費から一番下の印刷製本

費までは、それぞれ所要額を計上するもの

であります。 

 次に、５１２、５１３ページを御覧くだ

さい。 

 一番上、修繕費につきましては、診療用

機器の部品交換費用や施設器具類の小破修

繕費用のほか、１階の厨房トイレ及び中央

処置室等のトイレ改修費として２２５万円

を計上しております。 

 その下、保険料から一番下の諸会費ま

で、それぞれ所要額を計上しております

が、下から３項目め、手数料の一番上、医

師・薬剤師等募集・紹介手数料につきまし

ては、介護人材確保のため、薬剤師１名、

看護師３名分の紹介手数料を、下から３番

目のオンライン診療システム利用料につき

ましては、遠隔医療として、医師と患者間

を結ぶための通信システム利用料を計上す

るものであります。 

 次に、５１４、５１５ページをお開きく

ださい。 

 一番上の貸倒引当金繰入額から３項目め

の交際費まで、４目の減価償却費及び５目

の資産減耗費につきましては、それぞれ所

要額を計上するものであります。 

 ６目研究研修費の謝金につきましては、

研修会に係る講師謝礼、外部医師との情報

交換等に必要な謝礼を計上するものであり

ます。 

 その下、図書費につきましては、医師、

看護師等の参考図書及び診療報酬改定等の

参考図書の購入費用、その下、旅費及び研

究雑費につきましては、医師の学会参加や

看護職及び医療技術職員の研修会参加のた

めの旅費及び参加負担金などを計上するも

のであります。 

 次に、５１６、５１７ページを御覧くだ

さい。 

 １款、２項医業外費用であります。 

 １目支払利息及び企業債取扱諸費の企業

債償還利息から２目雑損失、３目消費税ま

でにつきましても、それぞれ記載のとお

り、所要額について計上するものでありま

す。 

 次に、５１８、５１９ページを御覧くだ

さい。 

 資本的収入でございます。 

 １款、１項、１目一般会計出資金は、企

業債の元金償還金に対する一般会計からの

ルール分の繰入金を計上し、２項、１目企

業債は、予算第５条で定めた医療機器更新
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等事業の財源充当のための企業債の借入金

を計上するものであります。 

 次に、５２０、５２１ページをお開き願

います。 

 資本的支出でございます。 

 １款、１項、１目工事請負費、病室エア

コン設置工事３１８万５,０００円は、感染

症入院患者の療養環境改善のため、２階病

棟の３室と３階病棟の２室にエアコンを新

設するための工事費を、医療用空気除湿除

菌装置更新工事１,３４２万円は、病室等に

医療用空気を供給するための除湿除菌装置

の経年劣化に伴い、更新のための工事費を

計上するものであります。 

 ２目有形固定資産購入費、器械及び備品

購入費、診療用医療備品等１億２,７８８万

８,０００円は、医療機器更新等事業とし

て、予算第１０条で定める中央材料室のプ

ラズマ滅菌機、薬局の全自動錠剤分包機と

医薬品在庫管理システム、病棟の電動低床

ベッドなど、耐用年数が経過した医療機器

の更新費用のほか、眼科白内障手術の実施

に必要な機器として、白内障手術装置、眼

科手術顕微鏡、眼科手術３Ｄビジュアルシ

ステム、手術ベッド、手術カメラの導入費

用を計上するものであります。 

 ２項、１目企業債償還金１億６,３９９万

３,０００円は、借入企業債の元金償還金を

計上するものであります。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

─────────────────── 

◎延会の議決 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

─────────────────── 

◎延会宣告 

○議長（戸澤義典君） 本日は、これで延

会します。 

 お疲れさまでした。 

 

       午後 ３時５０分 延会   
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